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に

二

「
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意
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時
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」
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法
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「
教
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と
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ど
の
比
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」
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「
間
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正
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二

「
故
意
の
同
時
犯
」
の
法
理

⑵
「
間
接
正
犯
事
例
に
お
け
る
私
見
の
展
開
」

❟

最
一
小
決
平
成
九
年
一
〇
月
三
〇
日
集
五
一
巻
九
号
八
一
六
頁

①

「
国
際
宅
配
貨
物
」
に
つ
い
て
の
、
い
わ
ゆ
る
（
ラ
イ
ブ
）
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ
バ
リ
ー
の
事
例
で
あ
る
。
本
件
は
、
も
と

も
と
「
間
接
正
犯
」
を
意
図
し
た
事
例
で
あ
ろ
う
が
、
途
中
で
発
覚
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
制
度(53

)に
よ
り
い
わ
ゆ
る
泳
が
せ
捜
査

が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ(54
)る(55
)。
関
税
法
違
反
の
ほ
か
に
大
麻
取
締
法
違
反
も
成
立
し
て
い
る
が
、
後
者
は
航
空
機
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
取
り
お

ろ
し
に
よ
り
「
既
遂
」
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
前
者
に
お
い
て
意
図
的
に
い
わ
ゆ
る
関
税
線
を
突
破
さ
せ
た
こ
と
が
「
既
遂
」
を
根
拠
付

け
る
か
が
争
わ
れ
た
も
の
で(56

)あ(57
)る(58
)。

発
覚
し
な
け
れ
ば
単
純
な
「
間
接
正
犯
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
発
覚
し
た
本
件
の
よ
う
な
場

合
は
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
被
告
人
ら
の
行
為
は
一
貫
し
て
「
故
意
の
間
接
正
犯
」
と
し
て
「
既
遂
」
だ
と
す
る
と
、
配

送
業
者
ら
の
行
為
に
つ
い
て
も
、
構
成
要
件
上
は
関
税
法
違
反
の
行
為
の
既
遂
の
継
続
行
為
と
し
て
の
、
前
掲
❞
に
即
し
て
捉
え
る
と
、

「
故
意
の
同
時
幇
助
犯
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
（
そ
の
他
に
、
大
麻
不
法
所
持
罪
〔
大
麻
取
締
法
二
四
条
の
二
第
二
項
〕
も
観
念
し

得
る
こ
と
に
な
ろ
う
）。

②

そ
れ
で
は
、「
既
遂
」
と
い
う
理
解
を
前
提
と
し
た(59
)、
こ
の
よ
う
な
立
論
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
本
件
は
、「
配
送
業
者
が
、
捜
査

当
局
か
ら
右
（
航
空
―
伊
藤
注
）
貨
物
に
大
麻
が
隠
匿
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ
バ
リ
ー
に
よ
る
捜
査

へ
の
協
力
要
請
を
受
け
て
こ
れ
を
承
諾
し
、
捜
査
当
局
の
監
視
下
に
お
い
て
右
貨
物
を
保
税
地
域
か
ら
本
邦
に
引
き
取
っ
た
上
、
捜
査
当



刑法総論覚書⑸のⅢ

94-394 （ 3 ）

局
と
の
間
で
配
達
の
日
時
を
打
ち
合
わ
せ
、
被
告
人
が
貨
物
を
受
領
す
れ
ば
捜
査
当
局
に
お
い
て
直
ち
に
大
麻
所
持
の
現
行
犯
人
と
し
て

逮
捕
す
る
態
勢
が
整
っ
た
後
、
右
貨
物
を
被
告
人
に
配
達
し
た
」（
最
高
八
一
九
頁
）
事
例
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
局
面
を
見
る
と
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ
バ
リ
ー
の
一
環
と
し
て
、「
配
送
業
者
」
は
「
捜
査
当
局
」
の
捜
査
協
力
要
請
へ
の
「
承
諾
」
に
よ
り
、
独
自

に
行
動
し
た
と
言
え
な
く
も
な
く
、
構
成
要
件
的
に
は
む
し
ろ
「
故
意
の
同
時
正
犯
」
と
い
う
位
置
付
け
が
で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る

の
で
あ
る(60

)。

こ
の
点
を
強
調
す
る
と
、
裁
判
官
遠
藤
光
男
の
意
見
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
配
送
業
者
は
、
既
に
委
託
者
で
あ
る
被

告
人
の
道
具
と
し
て
の
地
位
を
喪
失
し
た
と
み
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
け
だ
し
、
配
送
業
者
の
引
取
り
行
為
は
、
委
託
者
の
た
め
行
わ
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
専
ら
捜
査
手
続
に
協
力
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。」（
最
高
八
二
〇
頁
）

と(61
)。し

か
し
他
方
、
形
の
上
で
は
被
告
人
ら
が
本
来
意
図
し
た
通
り
の
経
過
・
結
果
が
生
じ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
す

る
と
、
三
名
の
法
廷
意
見
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
配
送
業
者
に
よ
る
引
取
り
及
び
配
達
も
、
被
告
人
ら
の
依
頼
の
趣
旨

に
沿
う
も
の
で
あ
っ
て
、
配
送
業
者
が
、
捜
査
機
関
か
ら
事
情
を
知
ら
さ
れ
、
捜
査
協
力
を
要
請
さ
れ
て
そ
の
監
視
の
下
に
置
か
れ
た
か

ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
被
告
人
ら
か
ら
の
依
頼
に
基
づ
く
運
送
契
約
上
の
義
務
の
履
行
と
し
て
の
性
格
を
失
う
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き

ず
、
被
告
人
ら
は
、
そ
の
意
図
し
た
と
お
り
、
第
三
者
の
行
為
を
自
己
の
犯
罪
実
現
の
た
め
の
道
具
と
し
て
利
用
し
た
と
い
う
に
妨
げ
な

い
も
の
と
解
さ
れ
る
。」（
最
高
八
一
九
頁
）
と
。

「
配
送
業
者
」
が
「
道
具
」
と
し
て
の
地
位
を
保
っ
て
い
た
か
否
か
と
な
る
と
、「
間
接
正
犯
」
に
お
い
て
一
般
的
に
言
わ
れ
る
「
道
具
」

と
い
う
場
合
の
「
道
具
」
は
、
事
情
を
知
ら
な
い
よ
う
な
場
合
を
指
す
と
す
れ
ば
、
事
情
を
知
る
に
至
っ
た
本
件
に
お
い
て
は
、「
間
接
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正
犯
」
の
通
常
の
「
道
具
」
で
は
な
く
な
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う(62

)。
し
か
し
、
前
掲
❞
で
検
討
し
た
よ
う
に
、「
故
意
あ
る
幇

助
的
道
具
」
と
い
う
用
語
も
あ
り
、
知
情
に
至
っ
て
も
「
道
具
」
と
い
う
名
称
が
使
用
さ
れ
る
場
合
も
な
い
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
の
「
道

具
」
と
い
う
の
は
、
知
情
に
至
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
被
告
人
の
意
を
体
し
て
そ
の
ま
ま
行
動
す
る
者
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
本
件
の
場
合
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ
バ
リ
ー
と
い
う
制
度
の
一
環
と
し
て
そ
の
ま
ま
配
達
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
知
情
に
至
っ
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
人
の
意
図
し
た
通
り
に
配
達
し
さ
え
す
れ
ば
、
被
告
人

の
「
道
具
」
的ㅡ

に
働
い
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う(63

)。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
配
送
業
者
が
捜
査
当
局
か
ら

捜
査
へ
の
協
力
要
請
を
受
け
た
場
合
、
承
諾
・
協
力
す
る
業
者
も
多
い
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
が
、
通
常
の
状
態
で
あ
れ
ば
、
大
麻
が
隠
匿

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
場
合
、
む
し
ろ
捜
査
当
局
に
届
け
出
る
方
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の

ま
ま
配
達
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
配
達
行
為
が
「
異
常
」
と
ま
で
言
え
な
い
と
す
る

と
、
配
達
行
為
に
よ
っ
て
「
因
果
関
係
」
が
「
相
当
」
で
な
く
な
る
と
ま
で
は
言
え
ま
い(64

)。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
事
実
的
な
状
態
を
前
提

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
的
に
配
達
義
務
が
あ
る
か
否
か
と
は
、
必
ず
し
も
か
か
わ
ら
な
い
も
の
と
言
え
よ
う
。
事
情
を
認
識
し
た
業
者

が
な
お
配
達
し
て
、
そ
の
行
為
が
犯
罪
に
問
わ
れ
る
か
否
か
は
、
ま
た
別
論
で
あ
ろ
う
。

③

以
上
の
検
討
か
ら
、
こ
の
制
度
の
場
合
、
業
者
が
捜
査
当
局
か
ら
要
請
を
受
け
て
独
自
的
に
行
動
し
た
側
面
と
、
被
告
人
ら
と
の

配
達
契
約
に
即
し
つ
つ
配
達
し
た
と
い
う
二
側
面
が
あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
業
者
は
も
と
も
と
配

達
が
仕
事
で
あ
り
、
こ
の
側
面
で
は
自
己
の
仕
事
の
履
行
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
が
、
依
頼
者
の
依
頼
に
応
じ
て
配
達
す
る
の
で
あ
る

と
い
う
意
味
で
は
、
配
達
の
主
体
は
や
は
り
被
告
人
ら
で
あ
り
、
業
者
は
そ
の
手
助
け
を
し
た
と
い
う
位
置
付
け
に
な
る
と
す
れ
ば
、「
故

意
の
同
時
幇
助
犯
」
が
構
成
要
件
上
の
前
提
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
捜
査
当
局
か
ら
の
要
請
と
い
う
側
面
を
強
調
す
る
と
、
捜
査
当
局
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が
勝
手
に
独
自
に
行
っ
た
も
の
と
し
て
、
配
達
の
主
体
は
捜
査
当
局
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
が
、
大
麻
の
隠
匿
を
認
識
し

た
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
常
に
そ
の
段
階
で
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
訳
で
も
な
い
と
す
れ
ば(65

)、
配
達
の
主
体
は
や
は
り
被

告
人
ら
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
く
し
て
、
私
見
か
ら
は
、
被
告
人
ら
の
「
故
意
の
同
時
正
犯
」
と
業
者
の
「
故
意
の
同
時
幇
助
犯
」

が
「
相
ま
っ
て
」、
禁
制
品
輸
入
罪
の
「
既
遂
」
と
な
っ
た
と
い
う
理
解
に
な
る
。

（
53
）
こ
の
制
度
は
、「
国
際
的
な
協
力
の
下
に
規
制
薬
物
に
係
る
不
正
行
為
を
助
長
す
る
行
為
等
の
防
止
を
図
る
た
め
の
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
等

の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
四
条
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。「
四
条

税
関
長
は
、
関
税
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
六
十
一
号
）
第
六
十
七
条
（
同
法

第
七
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
の
規
定
に
よ
る
貨
物
の
検
査
に
よ
り
、
当
該
検
査
に
係
る
貨
物
に

規
制
薬
物
が
隠
匿
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
お
い
て
、
薬
物
犯
罪
の
捜
査
に
関
し
、
当
該
規
制
薬
物
が
外
国
に
向
け
て
送
り
出
さ
れ
、

又
は
本
邦
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
の
検
察
官
又
は
司
法
警
察
職
員
か
ら
の
要
請
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
規
制
薬
物
の
散
逸
を
防
止

す
る
た
め
の
十
分
な
監
視
体
制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
要
請
に
応
ず
る
た
め
に
次
に
掲
げ
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
該
措
置
を
と
る
こ
と
が
関
税
法
規
の
目
的
に
照
ら
し
相
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
一

当
該
貨
物
（
当

該
貨
物
に
隠
匿
さ
れ
て
い
る
規
制
薬
物
を
除
く
。）
に
つ
い
て
関
税
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て
同
条
の
許
可
を
行

う
こ
と
。
二

そ
の
他
当
該
要
請
に
応
ず
る
た
め
に
必
要
な
措
置

2

前
項
（
第
一
号
を
除
く
。）
の
規
定
は
、
関
税
法
第
七
十
六
条
第
一
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
る
郵
便
物
中
に
あ
る
信
書
以
外
の
物
の
検
査
に
よ
り
、
当
該
信
書
以
外
の
物
に
規
制
薬
物
が
隠
匿
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た

場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、当
該
規
制
薬
物
に
つ
い
て
は
、同
法
第
七
十
四
条
の
規
定
は
、適
用
し
な
い
。」（
最
高
八
一
七
頁
）。

（
54
）
し
か
し
て
、「
麻
薬
特
例
法
は
、
従
来
、
関
係
法
令
上
、
規
制
薬
物
の
通
関
等
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
点
を
捜
査
上
の
特
例
と
し
て
改

め
た
に
す
ぎ
ず
、
特
別
な
捜
査
の
方
法
そ
れ
自
体
を
創
設
し
た
も
の
で
は
な
い
。
Ｃ
Ｄ
の
際
に
行
わ
れ
る
犯
人
に
対
す
る
監
視
措
置
の
根
拠
規
定
は

特
例
法
に
は
な
く
、
泳
が
せ
る
と
か
、
尾
行
す
る
な
ど
と
い
う
よ
う
な
従
来
か
ら
の
捜
査
方
法
と
質
的
に
特
に
変
わ
り
が
な
く
、
刑
訴
法
に
よ
っ
て

も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
特
例
法
に
よ
り
初
め
て
法
律
上
可
能
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
。」（
三
好
幹
夫
「
判
批
」
財
団
法
人
法
曹
会
編
『
最

高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
九
年
度
』（
平
成
一
二
年
）
二
五
五
頁
（
注
一
八
）
参
照
）
と
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
任
意
捜
査
の
原
則
（
犯
罪
捜
査
規

範
九
九
条
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
）
の
枠
内
で
の
対
応
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
（
寺
崎
嘉
博
『
刑
事
訴
訟
法
[第3版]
』（
平
成
二
五
年
）
六
四
以
下
、
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七
九
頁
以
下
、
白
取
祐
司
『
刑
事
訴
訟
法
［
第
10
版
］』（
令
和
三
年
）
一
二
九
頁
参
照
）
が
、
麻
薬
特
例
法
は
捜
査
手
法
を
創
設
し
た
も
の
で
は
な

い
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
法
律
が
制
定
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
後
の
進
展
を
当
然
予
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
刑
訴
法
の
一
般
的
な

任
意
捜
査
を
前
提
に
、
こ
の
法
律
の
趣
旨
に
即
し
た
一
般
民
間
人
の
協
力
も
捜
査
の
一
環
と
し
て
捉
え
得
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

（
55
）
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ
バ
リ
ー
と
い
う
捜
査
技
術
の
必
要
性
は
、
か
ね
て
か
ら
唱
え
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
米
澤
慶
治
「
国
際
的
な
薬

物
事
犯
防
止
対
策
と
し
て
の
「
没
収
」
等
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
二
三
号
（
昭
和
五
九
年
）
四
八
頁
以
下
、
瀧
賢
太
郎
「
お
と
り
捜
査
の
必
要
性
を
め
ぐ
っ

て
」
警
察
研
究
五
七
巻
五
号
（
昭
和
六
一
年
）
二
四
頁
以
下
参
照
）
が
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ
バ
リ
ー
の
制
度
は
、
日
本
国
が
平
成
四
年
六
月

一
二
日
に
批
准
書
を
寄
託
し
た
「
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
の
不
正
取
引
の
防
止
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
」
第
一
条
定
義
⒢
「
監
視
付
移
転
」、
第
三
条

犯
罪
及
び
制
裁
第
一
項
等
に
根
拠
を
有
し
て
い
る
（
条
約
・
条
文
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
）。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ
バ
リ
ー
制
度
導
入
の
経

緯
に
つ
い
て
は
、
厚
生
省
薬
務
局
麻
薬
課
（
稲
荷
恭
三
ほ
か
）「
序
論
―
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
沿
革
」、
古
田
佑
紀
「
前
注
」
古
田
ほ
か
編

著
『
大
コ
ン
メ

ン
タ
ー
ル
Ⅰ
薬
物
五
法
』（
平
成
六
年
）〔
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
〕
一
〇
以
下
、
一
六
頁
以
下
、〔
麻
薬
特
例
法
〕
一
頁
以
下
、
河
上
和
雄

＝
河
村
博
「
第
1
章
捜
査
〔
第
189
条
―
第
246
条

前
注
〕
Ⅷ
特
殊
な
捜
査

3
コ
ン
ト
ロ
ー
ド
・
デ
リ
バ
リ
ィ
」
河
上
ほ
か
編
著
『
大
コ
ン
メ

ン
タ
ー
ル
刑
事
訴

訟
法
第二版
第
4
巻
』（
平
成
二
四
年
）
三
四
頁
以
下
参
照
。

（
56
）
こ
の
点
、
一
審
八
三
八
頁
参
照
の
・
最
一
小
判
昭
和
五
八
年
九
月
二
九
日
集
三
七
巻
七
号
一
一
一
〇
〔
一
一
一
三
〕
頁
、
最
一
小
決
昭
和
五
八
年

一
二
月
二
一
日
集
三
七
巻
一
〇
号
一
八
七
八
〔
一
八
八
〇
〕
頁
参
照
。
さ
ら
に
、
二
審
八
五
一
頁
。
な
お
、
一
審
参
照
の
最
高
裁
の
判
決
及
び
決
定

は
い
ず
れ
も
覚
せ
い
剤
な
い
し
大
麻
取
締
法
違
反
と
関
税
法
違
反
と
が
観
念
的
競
合
関
係
に
あ
る
旨
判
示
し
た
事
例
で
あ
る
が
、
本
件
の
よ
う
に
「
航

空
貨
物
」
と
し
て
国
内
の
共
謀
者
宛
て
に
送
る
手
法
の
ほ
か
、
船
舶
を
使
っ
た
い
わ
ゆ
る
瀬
取
り
に
よ
り
覚
せ
い
剤
の
営
利
目
的
輸
入
及
び
輸
入
禁

制
品
た
る
覚
せ
い
剤
の
輸
入
を
し
た
り
、け
ん
銃
及
び
実
包
を
船
舶
の
港
接
岸
後
日
本
滞
在
者
へ
引
渡
し
を
試
み
た
り
す
る
な
ど
の
手
法
も
あ
り
、「
実

行
の
着
手
」
時
期
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
（
最
三
小
判
平
成
二
〇
年
三
月
四
日
集
六
二
巻
三
号
一
二
三
頁
、
神
戸
地
判
昭
和
五
九
年
七
月
三
〇
日
刑

月
一
六
巻
七
＝
八
号
五
四
頁
参
照
）。

（
57
）「
罰
条
」
は
、
大
麻
取
締
法
二
四
条
二
項
・
一
項
、
関
税
法
一
〇
九
条
一
項
、
関
税
定
率
法
二
一
条
一
項
一
号
と
あ
る
（
一
審
八
四
一
頁
）。

（
58
）
一
審
八
四
〇
頁
は
、「
大
麻
の
所
持
が
大
麻
の
輸
入
に
必
然
的
に
伴
う
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
見
得
る
場
合
は
、
大
麻
所
持
罪
が
大
麻
輸
入
罪
と
別
個

に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
、
本
件
の
よ
う
に
国
際
宅
配
貨
物
の
方
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
輸
入
行
為
は
、
外
国
に
お
い
て
我

が
国
内
の
い
ず
れ
か
の
場
所
に
宛
て
発
送
し
、
こ
れ
が
国
際
宅
配
業
者
等
に
よ
っ
て
荷
受
け
人
に
配
達
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
荷
受
け
人
が
受
領
す
る
ま
で
が
輸
入
行
為
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
荷
受
け
人
に
お
い
て
宅
配
貨
物
を
受
領
し

た
段
階
に
お
け
る
所
持
は
、
輸
入
行
為
に
必
然
的
に
伴
う
も
の
と
見
ざ
る
を
得
な
い
。」
と
判
示
し
て
お
り
、「
大
麻
取
締
法
違
反
」
に
お
い
て
、「
犯
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罪
の
既
遂
時
期
は
犯
罪
類
型
と
し
て
の
輸
入
行
為
の
完
了
時
期
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
」こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
国

際
航
空
郵
便
物
」
に
つ
き
、
東
京
地
判
平
成
一
三
年
九
月
二
八
日
判
時
一
七
六
四
号
一
五
一
頁
（
北
川
佳
世
子
「
判
批
」
判
例
評
論
五
三
六
（
判
時

一
八
二
八
）
号
（
平
成
一
五
年
）
五
二
頁
上
―
中
段
）、
東
京
地
判
平
成
一
五
年
一
一
月
六
日
判
時
一
八
五
八
号
一
六
〇
頁
、「
併
合
罪
」
の
事
例
に

つ
き
、
最
一
小
決
昭
和
三
一
年
一
月
一
二
日
集
一
〇
巻
一
号
四
三
頁
、
東
京
高
判
昭
和
三
八
年
七
月
一
七
日
高
集
一
六
巻
六
号
四
四
六
頁
、
東
京
高

判
昭
和
四
九
年
六
月
一
八
日
東
時
二
五
巻
六
号
五
三
頁
、
東
京
高
判
昭
和
五
四
年
五
月
二
八
日
高
集
三
二
巻
二
号
一
三
八
〔
一
四
三
以
下
〕
頁
、
東

京
高
判
平
成
一
年
一
月
二
四
日
判
時
一
三
一
一
号
一
五
三
頁
参
照
。

（
59
）
二
審
八
五
二
頁
は
、「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
デ
リ
バ
リ
ー
が
実
施
さ
れ
る
と
、
捜
査
当
局
の
監
視
の
下
、
隠
匿
さ
れ
た
規
制
薬
物
が
関
税
線
を
突
破
す

る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
は
捜
査
当
局
等
が
法
律
に
よ
り
許
さ
れ
た
行
動
を
と
っ
た
結
果
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
又
は
既
遂
の
成
否
に
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
本
件
の
よ
う
に
配
送
業
者
が
情
を
知
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
犯
人
の
道
具
で
あ
る
地
位
を
失
う
こ
と
も
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。」
と
判
示
す
る
が
、「
法
律
に
よ
り
許
さ
れ
た
行
動
を
と
っ
た
結
果
で
あ
る
か
ら
、」
と
い
っ
て
、
な
ぜ
「
犯
罪
又
は
既
遂
の
成
否
に
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
は
な
」
い
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
と
も
言
え
よ
う
が
、
恐
ら
く
後
掲
注
（
63
）
で
示
し
た
私
見
と
同
様
な
理
解
な
の
で
あ
ろ
う
。

（
60
）
形
式
論
理
的
に
は
、
捜
査
当
局
は
配
送
業
者
に
対
し
禁
制
品
輸
入
罪
及
び
大
麻
不
法
所
持
罪
の
構
成
要
件
的
行
為
を
「
教
唆
」
し
た
こ
と
に
も
な

ろ
う
。
配
達
の
主
体
は
捜
査
当
局
に
移
り
、
業
者
は
そ
の
手
助
け
を
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
見
方
も
で
き
な
い
訳
で
は
な
か
ろ
う
が
、
任
意
の
協

力
に
止
ま
る
限
り
（
三
好
・
前
掲
注
（
54
）
最
判
解
二
五
五
頁
（
注
19
）
参
照
）、
業
者
の
独
自
性
が
強
く
な
る
と
も
言
え
よ
う
。

（
61
）
平
野
龍
一
『
刑
法

総
論
Ⅱ
』（
昭
和
五
〇
年
一
刷
、
昭
和
五
三
年
七
刷
）
三
九
〇
頁
も
、「
間
接
正
犯
の
意
思
で
教
唆
を
行
な
っ
た
と
き
は
、
教

唆
の
既
遂
の
ほ
か
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
間
接
正
犯
の
未
遂
が
認
め
ら
れ
、
法
条
競
合
で
前
者
だ
け
が
認
め
ら
れ
る
。
後
の
場
合
、
間
接
正
犯
の
既

遂
を
認
め
る
見
解
も
あ
る
が
、
妥
当
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
実
行
の
着
手
は
あ
り
、
か
つ
そ
の
実
行
行
為
と
結
果
と
の
間
の
条
件
関
係
は

あ
る
。
し
か
し
、
被
利
用
者
は
、
道
具
と
し
て
行
動
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
正
犯
行
為
が
既
遂
に
達
し
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
述

べ
ら
れ
た
。
同
旨
、
植
田
重
正
「
第
六
章

共
犯
と
錯
誤
」（
昭
和
三
三
年
）
同
・
前
掲
注
（
13
）
共
犯
論
上
の
諸
問
題
一
六
二
頁
以
下
、
大
塚
・
前

掲
注
（
13
）
総
論
三
四
五
頁
、
同
・
総
判
一
一
三
頁
以
下
、
同
「〔
第
一
九
話
〕
錯
誤
論
を
め
ぐ
る
諸
問
題
⑵
」
福
田
平
ほ
か
『
対
談
刑
法
総
論
（中）
』（
昭

和
六
一
年
）
一
四
八
頁
以
下
、
同
「
第
3
章
構
成
要
件
的
錯
誤
（
そ
の
二
）
―
異
な
っ
た
構
成
要
件
間
の
錯
誤
―
Ⅱ
間
接
正
犯
と
教
唆
犯
と
の
錯
誤
」

同
『
刑
法
の
焦
点
Ⅰ
Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｔ
❶
錯
誤
』（
昭
和
五
九
年
）
六
三
頁
以
下
、
内
藤
・
前
掲
注
（
13
）
総
論
三
四
一
頁
以
下
、
内
田
・
前
掲
注
（
17
）

総
論
二
二
二
頁
。
な
お
、
島
田
聡
一
郎
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
六
三
号
（
平
成
一
一
年
）
一
五
六
頁
二
段
以
下
、
一
五
八
頁
一
段
も
参
照
。
こ

の
点
、
新
倉
修
「
判
批
」
國
學
院
法
學
三
六
巻
三
号
（
平
成
一
〇
年
）
三
三
一
頁
下
段
も
、「
捜
査
当
局
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
服
し
て
な
さ
れ
た
と
見

る
の
が
当
然
」
と
さ
れ
る
が
、
配
送
業
者
の
配
達
行
為
も
自
己
の
仕
事
と
し
て
な
さ
れ
た
、
従
っ
て
、
被
告
人
の
本
来
意
図
し
た
通
り
の
経
過
・
結
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果
と
な
っ
た
と
い
う
側
面
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
て
、
一
般
論
的
に
言
う
と
、
こ
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
抽
象
的
事
実
の

錯
誤
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
両
罪
の
「
重
な
り
合
う
限
度
で
」、
現
実
に
発
生
し
た
軽
い
罪
の
方
を
認
め
て
お
け
ば
足
り
る
と
い
う
の
が
、
通
常
の

刑
法
理
論
的
帰
結
と
も
言
え
よ
う
し
、
確
か
に
子
細
な
事
情
・
状
況
と
し
て
は
「
教
唆
」
を
行
っ
た
よ
う
な
形
に
な
る
と
し
て
も
、
背
後
者
と
し
て

は
「
間
接
正
犯
」
を
行
う
つ
も
り
で
結
果
的
・
客
観
的
に
は
そ
の
実
を
挙
げ
得
た
と
も
言
え
る
訳
で
あ
り
、
背
後
者
の
思
う
通
り
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、

つ
ま
り
、
背
後
者
の
「
故
意
」
が
実
現
さ
れ
得
た
と
す
れ
ば
、
実
行
行
為
者
の
意
識
状
態
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
背
後
者
も
「
正
犯
」
と
し
て
お

く
の
が
妥
当
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
意
味
で
は
、
背
後
者
に
と
っ
て
「
錯
誤
」
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。「
条
件
関
係
」

は
も
と
よ
り
、
そ
の
ま
ま
配
送
す
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、「
相
当
因
果
関
係
」
を
否
定
す
る
程
の
事
例
と
は
言
え
な
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
（
前
掲
注
（
20
）
も
参
照
）。

（
62
）
こ
の
点
、
北
村
篤
「
判
批
」
研
修
五
八
四
号
（
平
成
九
年
）
三
七
頁
は
、「
間
接
正
犯
は
、
他
人
を
利
用
し
て
犯
罪
を
実
現
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

利
用
者
が
自
ら
手
を
下
し
た
の
と
同
視
し
得
る
よ
う
な
場
合
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
成
否
は
、
日
常
用
語
と
し
て
の
道
具
や
支

配
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
。」
と
論
じ
ら
れ
る
が
、「
道
具
」「
支
配
」
と
い
う
用
語
は
、「
間
接

正
犯
」
概
念
を
厳
し
く
限
定
的
に
捉
え
る
思
考
の
現
れ
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
こ
の
点
、
佐
伯
仁
志
「
第
4
章

コ
メ
ン
ト
②
」
山
口
厚
ほ
か
『
理

論
刑
法
学
の
最
前
線
』（
平
成
一
三
年
一
刷
、
平
成
一
九
年
四
刷
）
一
六
五
頁
、
成
瀬
・
前
掲
注
（
4
）
小
田
中
古
稀
一
七
七
頁
、
橋
本
・
前
掲
注
（
25
）

総
論
二
四
〇
頁
も
参
照
。
前
掲
注
（
34
）
松
山
地
判
平
成
二
四
年
二
月
九
日
判
タ
一
三
七
八
号
二
五
一
頁
も
、「
甲
野
は
自
ら
規
範
の
障
害
に
直
面
し

て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
被
告
人
が
「
情
を
知
ら
な
い
」
甲
野
を
道
具
と
し
て
使
用
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」（
二

五
四
頁
右
）
と
い
う
伝
統
的
な
判
示
の
仕
方
を
示
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
事
例
も
、「
間
接
正
犯
」
を
行
お
う
と
し
て
い
た
被
告
人
も
「
正
犯
」

で
あ
る
と
い
う
刑
法
的
評
価
を
、
あ
え
て
「
教
唆
犯
」
に
変
更
す
る
必
要
も
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
い
ず
れ
も
「
正
犯
」
に
値
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
本
件
で
は
甲
野
自
身
は
「
知
情
」
で
あ
っ
た
と
の
認
定
の
よ
う
で
あ
る
が
（
二
五
四
頁
右
）、
被
告
人
自
身
が
甲
野
の
「
知

情
」
を
「
認
識
」
し
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、「
被
告
人
が
甲
野
に
正
犯
意
思
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
」
た
こ
と
は
「
確
定
」
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
（
二
五
五
頁
左
）、「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
観
点
か
ら
「
共
謀
共
同
正
犯
」
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
（
こ
の
点
、

甘
利
・
前
掲
注
（
39
）
速
報
一
五
〇
頁
左
―
右
も
参
照
）、
伝
統
的
な
理
解
に
よ
る
「
教
唆
犯
」
に
止
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
63
）
こ
の
点
、
島
田
聡
一
郎
「
適
法
行
為
を
利
用
す
る
違
法
行
為
」
立
教
法
学
五
五
号
（
平
成
一
二
年
）
七
〇
頁
は
、「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ
バ
リ
ー

の
違
法
性
阻
却
の
前
提
要
件
で
あ
る
法
益
の
対
立
状
況
、
つ
ま
り
当
該
犯
罪
な
い
し
は
そ
れ
と
関
連
す
る
犯
罪
の
捜
査
の
必
要
性
、
を
作
り
出
し
た

の
は
被
告
人
で
あ
る
か
ら
、
既
遂
結
果
は
被
告
人
に
と
っ
て
は
違
法
な
も
の
と
」
解
さ
れ
て
お
り
（
島
田
・
前
掲
注
（
61
）
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
七
頁

四
段
も
参
照
）、
確
か
に
、
本
法
は
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
刑
法
解
釈
論
と
し
て
は
、
被
告
人
ら
は
本
来
「
間
接
正
犯
」
を
行
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う
こ
と
を
共
謀
し
、
途
中
で
「
泳
が
せ
捜
査
」
と
い
う
適
法
な
行
為
が
介
入
し
た
と
し
て
も
、
自
分
達
の
本
来
予
定
し
て
い
た
「
既
遂
」
結
果
を
遂

げ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
自
由
的
な
意
思
を
有
す
る
第
三
者
が
介
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
因
果
の
流
れ
が
そ
れ
以
上
進
む
か
否
か
は
「
不

確
実
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
「
因
果
関
係
」
が
「
中
断
」
な
い
し
「
断
絶
」
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
（
な
お
、

大
越
・
前
掲
注
（
13
）
共
犯
の
処
罰
根
拠
五
六
以
下
、
七
七
頁
も
参
照
）。
そ
の
第
三
者
を
「
教
唆
」
す
る
形
に
な
る
と
と
も
に
、
因
果
の
流
れ
を
予

定
通
り
に
進
め
た
場
合
は
、そ
の
背
後
者
が
予
定
し
た
通
り
の「
結
果
」が
実
現
さ
れ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る（
前
掲
注（
19
）

（
20
）（
21
）（
61
）
も
参
照
）。
こ
の
点
、
bearbeitet
von
Richard
Lange,K
ohlrausch-Lange
Strafgesetzbuch
m
it
Erläuterungen
und

N
ebengesetzen,43.A
ufl.,（
1961）S.161B.M
ittelbare
T
äterschaft.-1.Ihr
W
esen.も
、「
自
分
の
た
め
に
行
動
す
る
発
起
者（
V
eranlasser）

に
と
っ
て
、
被
利
用
者
が
正
犯
と
し
て
責
任
を
負
う
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
利
用
す
る
者
は
自
分
の
道
具
で
あ
る
。」
と
し
て
、「
正
犯
の

背
後
の
正
犯
」
法
理
を
提
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
auch
vgl.H
ELM
U
T
H
v.W
EBER,T
eilnahm
e
an
M
ord
und
T
otschlag,M
D
R5/1952,

S.266Fußn.20）.前
田
巖
「
3

間
接
正
犯
の
限
界
」
池
田
ほ
か
編
・
前
掲
注
（
25
）
新
実
例
刑
法
四
四
頁
以
下
も
参
照
。
こ
れ
に
対
し
、
新
司
法

試
験
平
成
二
一
年
度
刑
事
系

第
一
問
（
早
稲
田
経
営
出
版
編
集
部
編
『
２
０
２
１
年
版
司
法
試
験

予
備
試
験
論
文
合
格

答
案
集
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
１
０
０

３
刑
法
』（
令

和
三
年
）
三
六
〇
頁
以
下
）
参
照
。

（
64
）
な
お
、
こ
の
点
、
若
原
克
幸
「
判
批
」
法
学
新
報
一
〇
五
巻
八
＝
九
号
（
平
成
一
一
年
）
二
八
四
頁
以
下
参
照
。
し
か
し
て
、「
相
当
因
果
関
係
」

が
否
定
し
得
な
い
と
す
る
と
、
媒
介
者
の
知
情
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
被
告
人
ら
が
「
間
接
正
犯
」
と
な
っ
た
り
「
教
唆
犯
」
と
な
っ
た
り
す
る
と
い

う
の
も
、
む
し
ろ
恣
意
的
・
便
宜
的
な
結
果
論
的
解
釈
で
は
あ
る
ま
い
か
。
は
じ
め
か
ら
「
教
唆
」
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
訳
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
65
）「
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ
バ
リ
ー
を
実
施
す
る
か
否
か
、
実
施
す
る
と
し
て
ラ
イ
ブ
で
行
う
か
ク
リ
ー
ン
で
行
う
か
等
は
、
結
局
は
、
個
別
の
事

案
ご
と
の
判
断
に
な
る
。」
と
さ
れ
る
（
井
上
宏
「
⨒
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ
バ
リ
ー
の
可
否
」
平
野
龍
一
ほ
か
編
『
新
実
例
刑
事
訴
訟
法
［
Ⅰ
］』

（
平
成
一
〇
年
一
刷
、
平
成
一
五
年
七
刷
）
四
〇
頁
以
下
の
ほ
か
、
一
審
八
三
九
頁
参
照
）。
な
お
、
ク
リ
ー
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ
バ
リ
ー

に
つ
い
て
も
、
麻
薬
特
例
法
八
条
に
罰
則
規
定
が
あ
る
。
事
例
と
し
て
、
東
京
地
判
平
成
一
五
年
一
〇
月
六
日
判
時
一
八
五
一
号
一
五
八
頁
、
最
三

小
決
平
成
二
五
年
四
月
一
六
日
集
六
七
巻
四
号
五
四
九
〔
五
五
一
〕
頁
（
楡
井
英
夫
「
判
批
」
一
般
財
団
法
人
法
曹
会
編
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説

刑
事
篇
平
成
二
十
五
年
度
』（
平
成
二
八
年
）
一
五
九
頁
（
注
2
））
参
照
。
後
者
は
、
覚
せ
い
剤
輸
入
の
「
故
意
」
だ
け
で
な
く
「
共
謀
」
を
も
認

定
す
る
の
が
相
当
、
と
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。

な
お
、
詐
欺
罪
の
事
例
に
お
い
て
も
、「
だ
ま
さ
れ
た
ふ
り
作
戦
の
開
始
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
人
は
、
…
詐
欺
未
遂
罪
の
共
同
正
犯
と
し

て
の
責
任
を
負
う
と
解
」
し
た
も
の
が
あ
り
（
最
三
小
決
平
成
二
九
年
一
二
月
一
一
日
集
七
一
巻
一
〇
号
五
三
五
〔
五
三
八
〕
頁
参
照
）、
犯
罪
発
覚

後
の
捜
査
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
体
刑
法
上
の
刑
事
責
任
が
肯
定
さ
れ
た
判
例
と
し
て
、
本
件
と
の
類
似
性
が
看
取
さ
れ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
後
掲
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注
（
86
）
も
参
照
。

❠

最
二
小
判
昭
和
三
三
年
一
一
月
二
一
日
集
一
二
巻
一
五
号
三
五
一
九
頁

①

最
高
裁
は
、
弁
護
人
の
上
告
趣
意
を
退
け
つ
つ
、
高
裁
は
被
告
人
の
所
為
は
刑
法
二
〇
二
条
の
「
嘱
託
・
承
諾
殺
人
罪
」
で
は
な

く
「
殺
人
罪
」
の
事
例
と
解
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
前
提
で
判
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
自
殺
教
唆
・
幇
助
罪
」
で
は
な
く
「
嘱
託
・

承
諾
殺
人
罪
」
の
方
に
該
当
し
得
る
か
が
検
討
事
項
で
あ
る
と
す
る
と
、
犯
罪
類
型
的
に
は
「
殺
人
罪
」
ベ
ー
ス
で
捉
え
得
る
こ
と
に
も

な
ろ
う
か
ら
、
あ
え
て
「
間
接
正
犯
」
と
い
う
構
成
に
よ
る
必
要
も
な
い
こ
と
に
も
な
ろ
う
。「
青
化
ソ
ー
ダ
」
を
与
え
て
Ｋ
女
に
嚥
下

さ
せ
た
こ
と
が
、「
殺
人
行
為
」
と
い
う
訳
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
立
論
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
は
あ
る
が
、
Ｋ
女
が
自
発
的
に
「
青

化
ソ
ー
ダ
」
を
嚥
下
し
た
こ
と
も
否
定
し
得
ず
、
そ
の
よ
う
な
「
自
発
性
」
を
念
頭
に
置
く
と
「
殺
人
」
の
「
直
接
正
犯
」
と
の
構
成
に

疑
問
が
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
念
頭
に
、
少
し
広
い
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

②

一
審
認
定
の
犯
罪
事
実
は
、「
被
告
人
は
‐
‐
‐
第
一
、
昭
和
‐
‐
‐
三
十
年
五
月
二
十
三
日
頃
同
（
Ｋ
―
伊
藤
注
）
女
に
対
し

別
れ
話
を
持
ち
掛
け
た
が
、
同
女
は
之
に
応
ぜ
ず
心
中
を
申
出
で
た
為
困
り
果
て
同
女
の
熱
意
に
釣
ら
れ
て
渋
々
心
中
の
相
談
に
乗
っ
た

も
の
の
、
同
月
二
十
六
日
頃
に
は
最
早
被
告
人
の
気
が
変
り
心
中
す
る
気
持
が
な
く
な
っ
て
い
た
に
拘
ら
ず
、
同
日
午
後
三
時
頃
同
女
を

伴
っ
て
Ｗ
県
西
Ｍ
Ｕ
郡
Ｍ
Ｉ
村
大
字
Ｔ
番
地
不
詳
通
称
Ｙ
谷
山
中
の
Ｈ
滝
附
近
に
赴
い
た
が
、
同
女
が
自
己
を
熱
愛
し
追
死
し
て
く
れ
る

も
の
と
信
じ
て
い
る
の
を
奇
貨
と
し
、
同
女
の
み
を
毒
殺
し
よ
う
と
企
て
、
真
実
は
追
死
す
る
意
思
が
な
い
の
に
追
死
す
る
も
の
の
如
く

装
い
、
同
女
を
し
て
其
旨
誤
信
せ
し
め
、
予
め
買
求
め
携
帯
し
て
き
た
青
化
ソ
ー
ダ
致
死
量
を
同
女
に
与
え
て
之
を
嚥
下
さ
せ
、
よ
っ
て

同
女
を
し
て
即
時
同
所
に
於
て
右
青
化
ソ
ー
ダ
の
中
毒
に
よ
り
死
亡
せ
し
め
て
殺
害
の
目
的
を
遂
げ
‐
‐
‐
た
も
の
で
あ
る
。」（
三
五
二
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六
―
七
頁
。
加
点
）
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
審
が
そ
も
そ
も
「
殺
人
罪
」
と
の
前
提
で
あ
る
か
ら
、「
毒
殺
し
よ
う
と
企
て
、
‐
‐

‐
殺
害
の
目
的
を
遂
げ
」
と
の
判
示
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
二
審
は
、「
同
女
の
心
中
の
意
思
は
最
初
同
女
自
ら
発
議
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
同
女
が
被
告
人
と
別
れ
る

位
な
ら
寧
ろ
死
を
選
ぶ
と
い
う
の
で
あ
り
且
こ
れ
を
被
告
人
と
共
に
す
る
と
云
ふ
こ
と
を
前
提
と
し
た
、
い
は
ば
不
確
定
な
も
の
で
そ
の

後
被
告
人
が
心
中
を
承
諾
し
追
死
す
る
も
の
と
誤
信
し
た
か
ら
、
愈
々
自
殺
を
決
意
実
行
に
移
し
た
も
の
と
い
う
べ
く
、
し
か
ら
ば
最
初

に
同
女
よ
り
心
中
を
申
し
出
た
事
実
が
あ
っ
て
も
、同
女
の
自
殺
実
行
の
決
意
は
、被
告
人
の
欺
罔
の
結
果
で
あ
る
こ
と
に
差
異
は
な
い
。」

（
三
五
三
〇
頁
）
と
判
示
し
て
お
り
、
刑
法
二
〇
二
条
の
「
人
を
教
唆
し
‐
‐
‐
て
自
殺
さ
せ
」
と
い
う
条
文
の
方
に
当
て
は
め
て
み
た

場
合
、
い
ま
だ
不
確
定
で
あ
っ
た
Ｋ
女
の
「
自
殺
意
思
」
は
被
告
人
が
「
心
中
」
を
承
諾
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
確
定
」
さ
せ
ら
れ
、
Ｋ

女
は
自
殺
を
「
決
意
」
す
る
に
至
っ
た
訳
で
あ
り
、
こ
こ
に
、
正
犯
と
し
て
の
意
思
を
確
定
さ
せ
る
形
で
の
「
教
唆
」
の
形
態
が
看
取
で

き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る(66

)。

二
審
は
一
審
が
認
定
し
た
事
実
関
係
を
前
提
に
、「
同
女
の
心
中
の
決
意
実
行
は
正
常
な
自
由
意
思
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
全
く
被

告
人
の
欺
罔
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
被
告
人
は
同
女
の
命
を
断
つ
手
段
と
し
て
か
か
る
方
法
を
と
っ
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
結
果
所
期
の
目
的
を
達
し
た
被
告
人
の
所
為
は
殺
人
罪
を
以
て
論
ず
べ
き
で
あ
っ
て
、
単
に
自
殺
関
与
罪
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
い
う
こ

と
は
で
き
な
い
。」（
三
五
二
九
頁
）
と
し
て
、
弁
護
人
の
控
訴
を
退
け
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
論
理
と
し
て
は
、「
正
常
な
自
由
意
思
に

よ
る
も
の
で
は
な
」
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
の
「
自
由
意
思
」
は
「
正
常
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、「
自
由
意
思
」

に
は
違
い
な
い
と
し
て
も
「
欺
罔
」
に
基
く
も
の
だ
か
ら
、「
自
殺
意
思
」
と
し
て
認
め
難
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
予
定
通
り
「
心
中
」

し
て
被
告
人
の
方
が
た
ま
た
ま
助
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
被
告
人
は
「
自
殺
関
与
罪
」
に
止
ま
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
件
の
場
合
、「
自
殺
関
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与
罪
」
を
認
め
る
の
は
相
当
で
は
な
い
か
ら
、「
殺
人
罪
」
の
方
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
の
立
論
に
な
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
最
高
裁
は
、
高
裁
が
三
五
二
九
頁
で
参
照
し
た
三
つ
の
判
例
、
つ
ま
り
、
仙
台
高
判
昭
和
二
七
年
九
月
一
五
日
高
集
五

巻
一
一
号
一
八
二
〇
頁
、
大
二
刑
判
昭
和
八
年
四
月
一
九
日
集
一
二
巻
四
七
一
頁
及
び
大
三
刑
判
昭
和
九
年
八
月
二
七
日
集
一
三
巻
一
〇

八
六
頁
に
つ
き
、「
被
害
者
の
意
思
に
重
大
な
瑕
疵
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
被
害
者
の
能
力
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
は

た
ま
た
犯
人
の
欺
罔
に
よ
る
錯
誤
に
基
く
も
の
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
要
す
る
に
被
害
者
の
自
由
な
真
意
に
基
か
な
い
場
合
は
刑
法
二
〇

二
条
に
い
う
被
殺
者
の
嘱
託
承
諾
と
し
て
は
認
め
得
ら
れ
な
い
と
の
見
解
の
下
に
、
本
件
被
告
人
の
所
為
を
殺
人
罪
に
問
擬
す
る
に
当
り

如
上
判
例
を
参
照
と
し
て
掲
記
し
た
も
の
と
い
う
べ
く
、
そ
し
て
こ
の
点
に
関
す
る
原
判
断
は
正
当
で
あ
」
る
（
三
五
二
〇
―
一
頁
）
と

判
示
し
、
ま
た
、「
本
件
被
害
者
は
被
告
人
の
欺
罔
の
結
果
被
告
人
の
追
死
を
予
期
し
て
死
を
決
意
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
決
意
は
真

意
に
添
わ
な
い
重
大
な
瑕
疵
あ
る
意
思
で
あ
る
」（
三
五
二
一
頁
）
と
も
判
示
し
て
お
り
、
最
高
裁
は
、
結
局
、
Ｋ
女
の
自
殺
意
思
は
「
真

意
」で
は
な
か
っ
た
と
結
論
付
け
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る(67

)。
す
な
わ
ち
、「
心
中
」を
自
ら
積
極
的
に
働
き
掛
け
て
い
る
Ｋ
女
に
つ
い
て
は
、

「
自
由
意
思
」
を
持
っ
て
自
殺
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
意
味
で
は
「
自
由
」
は
あ
っ
た
と
も
言
え
、
し
か
し
、

そ
の
「
自
殺
」
は
「
真
意
」
に
添
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
趣
旨
と
も
言
え
よ
う
。

③

し
か
し
、
最
高
裁
が
、「
被
告
人
に
追
死
の
意
思
が
な
い
に
拘
ら
ず
被
害
者
を
欺
罔
し
被
告
人
の
追
死
を
誤
信
さ
せ
て
自
殺
さ
せ

た
被
告
人
の
所
為
は
通
常
の
殺
人
罪
に
該
当
す
る
」（
三
五
二
一
頁
）
と
判
示
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
、「
自
殺
教
唆
・
幇
助
の
形
態
を
と
っ

た
と
き
は
、
そ
れ
が
殺
人
罪
に
該
当
す
る
と
い
え
る
た
め
に
は
行
為
者
が
自
殺
者
を
道
具
と
し
て
利
用
し
殺
人
の
間
接
正
犯
者
と
し
て
行

為
し
た
と
い
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
‐
‐
‐
。
教
唆
・
幇
助
に
と
ど
ま
り
殺
人
罪
の
正
犯
と
な
し
え
な
い
と
き
に
は
、
自
殺
者
に
殺
人

罪
が
成
立
し
て
い
な
い
以
上
殺
人
の
教
唆
・
幇
助
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
も
で
き
ず
不
可
罰
と
す
る
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。」「
瑕
疵
あ
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る
に
せ
よ
、
自
殺
意
思
が
存
在
す
る
以
上
、
自
殺
者
が
道
具
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
自
殺

意
思
に
こ
の
程
度
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
し
て
も
偽
装
心
中
は
自
殺
関
与
罪
の
構
成
要
件
を
み
た
し
て
い
る
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い(68

)」
と
の

批
判
が
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、「
自
殺
教
唆
」的
な
や
り
取
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、自
殺
の
直
接
的
な
方
法
は「
青
化
ソ
ー

ダ
」
を
嚥
下
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
す
で
に
自
殺
を
決
意
し
た
Ｋ
に
「
青
化
ソ
ー
ダ
」
を
与
え
た
段
階
で
は
、「
自
殺
の
幇
助
」
と

も
言
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
て
、
鹿
児
島
地
判
昭
和
六
二
年
二
月
一
〇
日
判
タ
六
三
七
号
二
三
四
頁
に
お
い
て
は
、「
花
子
が
農

薬
に
よ
る
自
殺
を
決
意
し
た
時
に
、
既
に
同
女
の
生
命
に
対
す
る
具
体
的
現
実
的
危
険
が
発
生
し
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
と
接
着

す
る
と
こ
ろ
の
花
子
に
最
終
的
な
自
殺
を
決
意
せ
し
め
た
判
示
罪
と
な
る
べ
き
事
実
冒
頭
に
記
載
し
た
被
告
人
の
言
動
を
も
っ
て
実
行
の

着
手
と
見
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」（
二
四
九
頁
二
段
）
と
判
示
し
て
お
り
、「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
に
は
、「
被
告
人
は
、
第
一

同
日

（
昭
和
六
〇
年
六
月
一
五
日
）
午
後
三
時
こ
ろ
、
甲
野
花
子
（
当
時
六
六
歳
）
を
被
告
人
の
運
転
す
る
普
通
乗
用
自
動
車
に
同
乗
さ
せ
て

前
記
Ｔ
町
の
Ｏ
に
至
っ
た
が
、
同
所
に
は
同
女
が
言
う
よ
う
な
小
屋
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
奇
貨
と
し
て
、
同
所
に
お
い

て
、
同
女
に
対
し
、「
お
ば
さ
ん
、
小
屋
も
な
か
し
、
あ
と
は
い
け
ん
す
っ
と
な
。
‐
‐
‐
」
な
ど
と
、
同
女
に
は
も
は
や
行
き
場
の
な

い
こ
と
を
強
く
申
し
向
け
、
‐
‐
‐
「
お
ば
さ
ん
、
も
う
決
め
ん
な
。
そ
れ
と
も
こ
の
山
の
中
で
一
人
で
暮
ら
し
て
い
き
や
つ
で
す
か
。」

な
ど
と
強
く
自
殺
を
迫
っ
た
と
こ
ろ
、
同
女
か
ら
、「
こ
の
小
屋
が
な
か
ご
と
な
っ
て
い
れ
ば
も
う
い
け
ん
も
で
き
ん
な
あ
。
ど
っ
か
で

農
薬
を
買
え
る
と
こ
ろ
は
な
か
で
す
か
。
そ
れ
を
飲
ん
で
死
ね
る
も
の
な
ら
。
皆
さ
ん
に
迷
惑
を
か
け
た
の
だ
か
ら
。」
と
農
薬
自
殺
の

決
意
を
知
ら
さ
れ
た
た
め
、
遂
に
同
女
が
思
惑
ど
お
り
自
殺
を
決
意
し
た
と
安
堵
し
、
‐
‐
‐
」（
二
三
九
頁
三
―
四
段
）
と
あ
り
、
か

な
り
早
い
段
階
で
「
実
行
の
着
手
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
他
方
、
本
件
に
お
い
て
は
、
Ｈ
滝
附
近
に
赴
い
た
辺
り
で
「
実
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行
の
着
手
」
と
見
て
も
良
い
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
す
で
に
「
自
殺
」
の
決
意
を
し
て
い
た
Ｋ
女
と
の
関
係
で
、
前
述
の
よ

う
に
、「
青
化
ソ
ー
ダ
」
を
渡
し
た
段
階
で
「
幇
助
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。「
教
唆
」
と
見
得
る
段
階
以
降
、
事
情
は
変
わ
ら
な
い

と
思
い
込
ん
で
い
た
Ｋ
女
を
欺
し
た
ま
ま
死
に
至
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、「
教
唆
」
の
段
階
で
「
実
行
の
着
手
」
と
見
る
の
は

い
か
に
も
早
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
自
殺
の
幇
助
」
を
装
っ
て
「
他
殺
」
を
遂
げ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、「
青
化

ソ
ー
ダ
」
を
与
え
て
Ｋ
女
を
し
て
嚥
下
さ
せ
る
と
い
う
、「
被
害
者
の
行
為
」
を
利
用
し
た
「
間
接
正
犯
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
事

実
認
定
の
問
題
に
も
な
ろ
う
も
の
の
、
一
人
で
死
ぬ
気
は
な
か
っ
た
と
い
う
認
定
に
よ
る
限
り
、
結
局
「
死
ぬ
意
思
」
は
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る(69

)。

も
っ
と
も
、
錯
誤
論
に
お
い
て
「
法
定
的
符
合
説
」
に
立
つ
判
例
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
程
具
体
的
に
「
被
害
者
の
意
思
」
を
考

慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
理
論
的
な
観
点
か
ら
の
疑
問
が
湧
か
な
い
で
も
な
か
ろ
う(70
)が
、「
法
定
的
符

合
説
」
に
お
け
る
刑
法
の
条
文
へ
の
当
て
は
め
の
範
囲
内
か
否
か
の
問
題
と
、
刑
法
一
九
九
条
か
二
〇
二
条
の
い
ず
れ
の
条
文
に
該
当
す

る
か
の
問
題
の
違
い
が
あ
る
し
、
ま
た
「
行
為
者
・
被
告
人
」
の
認
識
の
問
題
と
、「
被
害
者
」
を
ど
の
程
度
保
護
す
べ
き
か
の
問
題
の

違
い
が
あ
る
の
で
、
同
日
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、「
被
害
者
の
意
思
」
に
つ
い
て
厳
し
く
捉
え
る
見
解
も
散
見

さ
れ
る(71
)。
し
か
し
、
高
齢
化
社
会
が
急
速
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
現
代
日
本
に
お
い
て
、
ま
た
個
々
人
が
必
ず
し
も
適
切
に
判
断
で
き
る
と

も
限
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
殊
更
「
欺
罔
」
に
よ
っ
て
「
生
命
」
を
騙
取
す
る
よ
う
な
行
為
は
、
理
論
的
な
整
合
性
を
持
つ
限
り
、「
殺
人
罪
」

と
い
う
方
向
性
で
考
え
る
方
が
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
か(72
)。

④

確
か
に
、「
自
殺
」
自
体
は
結
論
的
に
「
不
可
罰
」
と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う(73
)が
、
刑
法
二
〇
二
条
の
「
教
唆
・
幇
助
」
は
「
独

立
教
唆
・
幇
助
」
で
あ
る
と
い
う
理
解
に
よ
る
限
り(74

)、
こ
の
よ
う
な
行
為
自
体
「
正
犯
」
に
当
た
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
し
、
こ
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の
意
味
で
は
、
通
常
の
共
犯
従
属
性
の
場
合
と
同
様
に
論
じ
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
い
わ
ゆ
る
「
道
具
」
理
論
か

ら
す
る
と
、「
間
接
正
犯
」
と
解
す
る
の
に
は
抵
抗
が
あ
る
と
す
る
と(75

)、
自
殺
者
の
自
殺
行
為
（
＝
実
行
行
為
）（
不
可
罰
）
と
背
後
者
の

教
唆
・
幇
助
行
為
（
＝
正
犯
行
為
）
と
が
「
相
ま
っ
て
」、
自
殺
＝
殺
害
結
果
を
発
生
さ
せ
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
客
観
的
に

は
法
益
侵
害
で
あ
り
、
ま
た
背
後
者
に
と
っ
て
は
「
他
人
の
」
生
命
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
理
念
型
的
に
は
「
故

意
の
同
時
正
犯
」
と
「
故
意
の
同
時
正
犯
」
の
競
合
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

（
66
）
同
様
に
捉
え
ら
れ
な
い
具
体
面
で
の
違
い
も
あ
ろ
う
が
、
最
高
裁
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
論
理
構
造
の
「
教
唆
犯
」
の
事
例
が
見
ら
れ
る
に
至
っ

た
。
最
三
小
決
平
成
一
八
年
一
一
月
二
一
日
集
六
〇
巻
九
号
七
七
〇
頁
参
照
。
な
お
、
高
橋
幹
男
「
判
批
」
財
団
法
人
法
曹
会
編
・
前
掲
注
（
34
）

最
判
解
七
二
三
頁
に
よ
る
と
、
本
件
弁
護
人
の
控
訴
趣
意
は
「
被
告
人
の
所
為
は
自
殺
幇
助
罪
に
問
擬
す
べ
き
事
案
で
あ
る
旨
主
張
し
た
。」
と
の
こ

と
で
あ
る
。

（
67
）
こ
れ
に
対
し
、
所
一
彦
「
判
批
」
平
野
龍
一
ほ
か
編
「
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
83
刑
法
判
例
百
選
Ⅱ
各
論
（
第
二
版
）」（
昭
和
五
九
年
）
一
〇
頁
四
段
は
、

「
真
意
で
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
自
由
で
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
（
同
旨
、
斉
藤
信
宰
「
判
批
」
西
原
春
夫
編

『
法
セ
ミ

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
Ｓ
6
判
例
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
【
刑
法
各
論
】
[第2版]
』（
平
成
七
年
）
一
一
二
頁
下
段
）、
最
高
裁
の
論
理
の
運
び
・
表
現
と
は
逆
な
理
解
に
な
っ

て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
が
、
自
殺
す
る
と
い
う
の
は
「
真
意
」
で
は
あ
っ
た
が
、「
欺
罔
」
に
よ
っ
て
「
自
由
」
に
判
断
し
た
も
の
で
は
な
い
と
も
言

え
よ
う
（
高
良
阮
二
「
殺
人
罪
と
自
殺
関
与
罪
の
区
別
」
大
塚
仁
ほ
か
編
著
「
セ
ミ
ナ
ー
法
学
全
集
16
刑
法
Ⅱ
各
論
」（
昭
和
五
〇
年
）
一
八
七
頁
三

段
も
、「
欺
罔
に
よ
っ
て
意
思
決
定
の
自
由
が
、
本
質
的
な
点
に
お
い
て
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
さ
れ
る
。
同
旨
、
宮
野
彬
「
1

殺

人
―
偽
装
心
中
と
殺
人
罪
」
西
原
春
夫
ほ
か
編
『
判
例
刑
法
研
究

5
個
人
法
益
に
対
す
る
罪
Ⅰ
』（
昭
和
五
五
年
）
二
、
二
二
頁
。
こ
れ
に
対
し
、

平
川
宗
信
「
1

承
諾
殺
人
罪
」
西
原
春
夫
ほ
か
編
著
『
刑
法
学
4
《
各
論
の
重
要
問
題
Ⅰ
》』（
昭
和
五
二
年
）
七
頁
以
下
は
、「
人
間
の
判
断
が
外

的
条
件
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
の
は
自
然
の
こ
と
で
あ
る
。」
の
で
、「
他
人
の
言
説
に
よ
っ
て
意
思
決
定
が
左
右
さ
れ
て
も
、
意
思
決
定
が
自
由
で

な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。」
と
の
観
点
か
ら
、「
承
諾
」
は
有
効
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、「
判
断
能
力
を
欠
い
て
い
る
」
場
合
に
つ
い

て
は
別
異
に
解
す
る
余
地
を
認
め
て
お
り
、
結
局
、
後
述
の
よ
う
に
、「
死
ぬ
意
思
」
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
）。

こ
の
よ
う
な
理
解
は
む
し
ろ
二
審
の
判
示
に
近
い
の
か
も
し
れ
な
い
（
広
島
高
判
昭
和
二
九
年
六
月
三
〇
日
高
集
七
巻
六
号
九
四
四
頁
も
、
一
般
論



成蹊法学第 94 号 論 説

94-381（ 16 ）

と
し
て
、「
自
殺
者
の
自
由
意
思
」
を
、
自
殺
か
他
殺
か
の
区
別
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
い
た
（
九
四
九
頁
）。
な
お
、
大
阪
高
判
平
成
一
〇
年
七

月
一
六
日
判
時
一
六
四
七
号
一
五
六
頁
、
井
上
祐
司
「
第
三
五

殺
人
罪
・
自
殺
関
与
罪
―
両
罪
の
区
別
―
」（
昭
和
五
八
年
）
同
『
刑
事
判
例
の
研

究

そ
の
二
』（
平
成
一
五
年
）
四
七
〇
頁
も
参
照
）。
し
か
し
て
、
REIN
H
A
RT
M
A
U
RA
CH
,D
eutsches
Strafrecht
A
llgem
einer
T
eil

EIN
LEH
RBU
CH
,3.A
ufl.,（
1965）
S.537-2.も
、「
間
接
正
犯
の
重
点
は
不
自
由
な
人
間
の
悪
用
（
M
ißbrauch）
に
あ
る
の
に
対
し
、
教
唆
は

自
由
な
人
間
の
堕
落
（
K
orruption）
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、「
間
接
正
犯
」
と
「
教
唆
」
の
違
い
を
図
式
的
に

明
確
に
し
て
く
れ
る
も
の
と
言
え
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
「
自
殺
の
意
思
」
に
「
重
大
な
瑕
疵
」
が
あ
っ
た
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
、

最
高
裁
の
よ
う
な
力
点
の
置
き
方
も
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
結
局
「
死
ぬ
意
思
」
は
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
に
な
り
得
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
な
お
、
こ
の
点
、
鈴
木
享
子
「
判
批
」
我
妻
栄
編
集
代
表
「
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
N
o.3
続
判
例
百
選
〈
第
二
版
〉」（
昭

和
四
〇
年
）
一
七
一
頁
二
・
四
段
参
照
）。

（
68
）
町
野
朔
「
第
1
編
個
人
的
法
益
に
対
す
る
罪

第
1
章
生
命
・
身
体
に
対
す
る
罪

Ⅱ
殺
人
の
罪
」
小
暮
得
雄
ほ
か
編
著
『
刑
法
講
義
各
論
―
現

代
型
犯
罪
の
体
系
的
位
置
づ
け
（
有
斐
閣
大
学
双
書
）』（
昭
和
六
三
年
）
二
八
頁
。
中
野
次
雄
「
殺
人
罪
と
自
殺
関
与
罪
と
の
限
界
」
法
律
の
ひ
ろ

ば
一
二
巻
二
号
（
昭
和
三
四
年
）
一
四
頁
四
段
、
一
六
頁
三
段
以
下
も
参
照
。

（
69
）
但
木
敬
一
「
嘱
託
・
承
諾
殺
人
の
成
否
」
The
Ｌ
Ａ
Ｗ

Ｓ
Ｃ
Ｈ
Ｏ
Ｏ
Ｌ
四
二
号
（
昭
和
五
七
年
）
八
八
頁
下
段
は
、「
生
命
を
放
棄
し
た
い
と
す

る
意
思
は
、
お
よ
そ
正
常
人
の
場
合
必
ず
何
ら
か
の
重
大
な
理
由
が
あ
り
、
そ
の
理
由
を
離
れ
て
抽
象
的
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
理
由

が
消
滅
す
れ
ば
生
命
を
放
棄
す
る
意
思
も
消
滅
す
る
関
係
に
あ
る
以
上
、
そ
の
理
由
は
生
命
放
棄
の
意
思
内
容
の
重
要
な
一
部
を
な
し
て
い
る
と
い

う
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
錯
誤
が
あ
っ
て
重
大
な
瑕
疵
が
存
す
る
場
合
は
、
単
な
る
動
機
な
い
し
縁
由
に
関
す
る
錯
誤
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

決
定
さ
れ
た
真
意
そ
の
も
の
に
瑕
疵
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
ら
れ
、
高
橋
・
前
掲
注
（
66
）
最
判
解
七
二
六
頁
も
、「
意

思
の
決
定
的
な
瑕
疵
を
生
ず
る
錯
誤
は
す
な
わ
ち
意
思
内
容
の
錯
誤
で
あ
り
、
そ
の
意
思
を
無
効
な
ら
し
め
る
も
の
と
解
し
た
い
。」
と
さ
れ
る
。
そ

の
後
の
同
種
判
例
と
し
て
、
福
岡
高
判
平
成
一
五
年
八
月
二
九
日
高
検
速
報
一
四
三
七
号
一
五
三
頁
が
あ
る
（
本
件
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
左
斗
志
「
欺

き
に
よ
る
殺
人
罪
（
刑
法
199
条
）
成
否
の
判
断
―
法
益
関
係
的
錯
誤
説
と
は
何
だ
っ
た
の
か
？
」
山
口
厚
ほ
か
編
著
『
西
田
典
之
先
生
献
呈
論
文
集
』

（
平
成
二
三
年
）
九
三
注
➷
、
一
一
三
頁
以
下
注
79)
も
参
照
）。
ま
た
、
ノ
イ
マ
ン
教
授
も
、「
パ
ー
ト
ナ
ー
の
自
殺
」
と
い
う
要
素
を
重
視
さ
れ
る
よ

う
で
あ
る
（
V
gl.U
lfrid
N
eum
ann,D
ie
Strafbarkeitder
Suizidbeteiligung
als
Problem
der
Eigenverantw
ortlichkeitdes
,,O
pfers“,

JA
1987,H
eft5
S.254〔
links〕.塩
谷
毅
「
第
一
部
被
害
者
の
承
諾

第
三
章
自
殺
関
与
・
同
意
殺
人
」
同
『
被
害
者
の
承
諾
と
自
己
答
責
性
』（
平

成
一
六
年
）
一
一
二
頁
も
参
照
）。
こ
れ
に
対
し
、「
欺
罔
に
よ
り
自
由
な
自
己
決
定
が
実
質
的
に
妨
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
」、
刑
法
二
〇
二
条
の
成
立

は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
も
の
の
、
刑
法
一
九
九
条
が
常
に
成
立
す
る
と
は
限
ら
ず
、「
殺
人
の
間
接
正
犯
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
行
為
者
が
自
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殺
者
の
行
為
を
支
配
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
た
と
い
え
る
場
合
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
見
解
と
し
て
、
平
川
・
前
掲
注
（
44
）
各
論

四
九
頁
が
あ
る
が
（
こ
の
点
、
内
田
文
昭
『
刑
法
各
論
〔
第
3
版
〕』（
平
成
八
年
）
二
〇
頁
注
（
1
）
も
参
照
）、「
支
配
」（
な
い
し
『
道
具
』）
と

ま
で
言
え
な
い
場
合
で
も
、「
間
接
正
犯
」
と
見
得
る
場
合
も
あ
る
と
す
る
と
（
こ
の
点
、
前
掲
注
（
18
）（
19
）
も
参
照
）、
本
件
も
そ
の
よ
う
な
場

合
の
一
例
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
強
制
」「
欺
罔
」
の
程
度
が
強
い
場
合
は
も
と
よ
り
、
状
況
上
い
か
に
も
有
り
勝
ち
な
程
度
の
「
欺

罔
」
で
も
「
自
殺
に
見
せ
掛
け
て
人
を
殺
す
意
思
」
を
も
っ
て
、「
人
の
生
命
」
を
剥
奪
で
き
れ
ば
足
り
る
場
合
も
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
豊
田
兼
彦
「
被

害
者
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
」
刑
法
雑
誌
五
七
巻
二
号
（
平
成
三
〇
年
）
一
四
六
頁
も
、「
被
害
者
を
利
用
す
る
場
合
の
方
が
間
接
正
犯
の
成
立
範
囲

が
広
い
と
」
の
理
解
を
示
さ
れ
、
樋
口
亮
介
「
実
行
行
為
概
念
に
つ
い
て
」
前
掲
西
田
献
呈
三
一
頁
も
、「
被
告
人
が
心
中
に
応
じ
る
こ
と
が
被
害
者

の
有
し
た
自
殺
に
対
す
る
心
理
的
障
壁
の
除
去
に
決
定
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
限
り
で
199
条
が
適
用
可
能
と
」
さ
れ
て
お
り
、
二
〇
二
条
を
成
立
さ

せ
る
た
め
に
は
、
被
告
人
と
し
て
は
す
で
に
自
殺
の
意
思
を
放
棄
し
て
い
る
旨
を
伝
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
被
害
者
は
自
殺
し
た
か
、
が
問

わ
れ
よ
う
）。

（
70
）
例
え
ば
、
曲
田
統
「
生
命
・
身
体
に
対
す
る
罪
に
お
け
る
「
被
侵
害
者
の
錯
誤
と
同
意
」」
札
幌
学
院
法
学
二
四
巻
一
号
（
平
成
一
九
年
）
四
〇
頁
は
、

「
心
中
の
話
が
Ｂ
か
ら
持
ち
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
も
と
も
と
Ｂ
に
お
い
て
生
き
る
と
い
う
選
択
肢
が
放
棄
さ
れ
て
い
た
面
が
認
め
ら
れ

る
」
と
解
さ
れ
て
お
り
、「
被
害
者
の
自
殺
意
思
」
を
比
較
的
一
般
的
に
捉
え
る
傾
向
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
も
言
え
よ
う
（
こ
の
点
、
曽
根
威
彦

「
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
三
〇
号
（
平
成
二
年
）
一
一
七
頁
四
段
も
、「
偽
装
心
中
の
場
合
、
正
常
な
判
断
能
力
が
あ
り
、
か
つ
自
殺
の
何
た
る
か

を
わ
き
ま
え
て
い
る
者
に
と
っ
て
、
追
死
が
自
殺
の
本
質
的
要
素
と
な
り
う
る
か
は
疑
問
で
あ
り
、
行
為
者
は
被
害
者
の
死
の
結
果
を
直
接
に
支
配

し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
」
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
同
『
法
律
学
講
義
シ
リ
ー
ズ

刑
法
各
論
［
第
5
版
］』（
平
成
二
四
年
）
一
三
頁
以
下
も
同

旨
と
な
っ
て
い
る
）。
他
方
、
近
藤
和
哉
「
錯
誤
に
基
づ
く
同
意
に
つ
い
て
」
神
奈
川
法
学
四
〇
巻
一
号
（
平
成
九
年
）
二
七
三
頁
は
、「
Ａ
が
Ｘ
の

追
死
意
思
を
誤
認
し
た
の
は
、
Ａ
の
落
ち
度
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
同
意
は
有
効
と
す
べ
き
」
と
の
立
論
に
出
ら
れ
る
が
、
刑
法
の
一
般

的
な
立
場
と
し
て
、「
過
失
相
殺
」
と
い
う
形
で
の
理
解
が
な
さ
れ
る
訳
で
は
な
く
、
結
論
的
に
は
「
有
罪
か
無
罪
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
し
、

Ａ
に
は
「
落
ち
度
」
が
あ
っ
た
が
、
前
掲
鹿
児
島
地
判
昭
和
六
二
年
二
月
一
〇
日
の
被
害
者
に
は
「
落
ち
度
」
が
な
か
っ
た
と
の
理
解
（
近
藤
二
八

九
頁
注
（
58
）（
59
））
も
、
後
者
の
事
例
は
か
な
り
欺
罔
・
威
圧
度
が
高
い
と
い
う
点
で
わ
か
ら
な
く
も
な
い
が
（
も
っ
と
も
、
林
美
月
子
「
錯
誤

に
基
づ
く
同
意
」
松
尾
浩
也
ほ
か
編
著
『
刑
事
法
学
の
現
代
的
状
況

内
藤
謙
先
生
古
稀
祝
賀
』（
平
成
六
年
）
四
七
頁
は
、
曽
根
・
前
掲
法
セ
ミ
の

結
論
部
分
に
対
し
、「
本
件
で
は
、
欺
罔
の
内
容
が
真
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
取
調
べ
と
公
判
の
後
、
三
、
四
ヵ
月
刑
務
所
に
入
る
だ
け
で
あ
る
。」

等
と
し
て
、
他
殺
説
に
否
定
的
で
あ
る
。
菊
地
一
樹
「
法
益
主
体
の
同
意
と
規
範
的
自
律
（
2
・
完
）」
早
稲
田
法
学
会
誌
六
七
巻
一
号
（
平
成
二
八
年
）

一
九
五
頁
も
参
照
）、
本
件
に
お
い
て
も
被
告
人
は
「
青
化
ソ
ー
ダ
」
を
用
意
の
上
、「
心
中
」
の
現
場
ま
で
一
緒
に
赴
い
て
も
お
り
、
被
殺
者
が
相
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手
方
の
誠
意
を
疑
う
の
は
ど
う
か
と
考
え
る
こ
と
も
あ
ろ
う
と
の
見
方
も
あ
り
（
中
義
勝
『
刑
法
各
論
』（
昭
和
五
〇
年
一
刷
、
昭
和
五
一
年
二
刷
）

二
七
頁
参
照
）、
ま
た
判
決
文
か
ら
は
最
後
の
や
り
取
り
の
詳
細
は
窺
え
な
い
こ
と
も
あ
り
（
も
っ
と
も
、「
検
察
官
に
対
す
る
供
述
調
書
」（
二
審
三

五
二
八
頁
）
参
照
）、
同
意
の
有
効
・
無
効
を
被
害
者
の
「
落
ち
度
」
に
か
か
ら
し
め
る
の
は
、
判
断
が
微
妙
で
恣
意
的
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

（
71
）
平
野
龍
一
「
三
二

追
死
の
意
思
が
な
い
の
に
あ
る
よ
う
に
装
っ
て
自
殺
さ
せ
た
場
合
の
適
条
」（
昭
和
三
六
年
）
同
『
犯
罪
論
の
諸
問
題
（下）
各
論

刑
事
法
研
究
第
2
巻
Ⅱ
』（
昭
和
五
七
年
）
二
九
七
頁
は
、「
生
き
る
か
死
ぬ
か
は
、
他
の
条
件
に
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
性
質
の
も
の
だ
と
考
え

れ
ば
、
死
と
い
う
こ
と
自
体
に
ほ
ん
と
う
に
同
意
し
た
以
上
、
そ
の
動
機
・
条
件
は
問
題
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。」
と
述
べ
ら

れ
た
（
同
旨
、
木
村
㘱
子
「
第
2
講

殺
人
罪
と
自
殺
関
与
罪
の
限
界
」
阿
部
純
二
ほ
か
編
『
刑
法
基
本
講
座
第
6
巻

各
論
の
諸
問
題
』（
平
成
五
年
）

二
八
頁
）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
る
と
、「
最
も
重
要
な
価
値
を
も
つ
生
命
は
、
そ
れ
が
何
に
も
替
え
ら
れ
な
い
重
要
性
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、

欺
罔
・
強
制
に
対
し
て
最
も
抵
抗
力
の
な
い
法
益
に
な
っ
て
し
ま
う
」（
佐
藤
陽
子
「
第
4
章
錯
誤
・
強
制
に
基
づ
く
承
諾

第
3
節
同
意

１
．
殺

人
罪
」
同
『
被
害
者
の
承
諾
―
各
論
的
考
察
に
よ
る
再
構
成
―
』（
平
成
二
三
年
）
二
〇
八
頁
参
照
）
と
の
批
判
が
、
妥
当
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
と

思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
も
、
生
命
法
益
処
分
に
つ
い
て
の
「
合
理
的
な
動
機
」
で
な
け
れ
ば
、
刑
法
上
重
要
な
も
の
と
は
言
え

な
い
と
の
反
論
が
あ
る
（
森
永
真
綱
「
欺
罔
に
よ
り
得
ら
れ
た
法
益
主
体
の
同
意
」
川
端
博
ほ
か
編
『
理
論
刑
法
学
の
探
究
❹
』（
平
成
二
三
年
）
一

四
八
頁
参
照
）。
確
か
に
、「
心
中
」
な
ど
と
い
う
の
は
「
不
合
理
な
動
機
」
か
も
し
れ
な
い
が
、
問
題
の
重
点
は
む
し
ろ
「
心
中
」
を
実
行
す
る
と

思
わ
せ
た
「
欺
罔
行
為
」、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
「
生
命
剥
奪
」
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
（
中
村

勉
『
刑
法
各
論
要
義

Ⅰ
』（
平
成
一
〇
年
）
六
九

頁
も
、「
重
要
な
の
は
、
不
知
を
利
用
し
て
同
女
を
い
か
に
被
告
人
が
そ
の
意
思
を
支
配
し
え
た
か
に
あ
る
。」
と
さ
れ
る
）。
す
な
わ
ち
、
人
の
生
命
・

身
体
は
財
産
と
は
性
質
の
異
な
る
法
益
で
あ
り
、
後
者
は
も
と
も
と
幅
広
く
処
分
・
交
換
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
山
口
厚
「
15

欺
罔
に
基
づ
く
「
被
害
者
」
の
同
意
」
廣
瀬
健
二
ほ
か
編
『
田
宮
裕
博
士
追
悼
論
集
上
巻
』（
平
成
一
三
年
一
刷
、
平
成
一
七
年
二
刷
）
三
二
二
頁
以

下
参
照
）
が
、
前
者
に
お
い
て
も
「
生
き
方
」
な
い
し
「
死
に
方
」
と
い
う
形
で
そ
の
「
生
命
」
の
「
有
り
様
」
が
保
護
さ
れ
て
い
る
面
が
あ
る
と

言
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
（
な
お
、
こ
の
点
、
東
京
高
判
昭
和
五
八
年
八
月
一
〇
日
判
時
一
一
〇
四
号
一
四
七
〔
一
五
〇
頁
一
段
〕
頁
、
佐
伯
仁
志
「
判

批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
平
成
一
〇
年
度
重
要
判
例
解
説

一
一
五
七
号
（
一
九
九
九
年
六
月
一
〇
日
臨
時
増
刊
号
）
一
五
三
頁
四
段
、
奥
田
純
一
郎
「
死

に
お
け
る
自
己
決
定
―
自
由
論
の
再
検
討
の
た
め
に
―
」
本
郷
法
政
紀
要
五
号
（
平
成
八
年
）
一
一
〇
頁
左
参
照
）。
そ
れ
は
「
自
己
決
定
」
の
侵
害

の
有
無
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
特
に
刑
法
二
〇
二
条
に
つ
い
て
は
、「
生
命
に
つ
い
て
の
自
己
決
定
」
の
側
面
も
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
個
々
具
体
的
に
検
討
す
べ
き
問
題
で
も
あ
り
、
一
般
的
な
前
提
と
し
て
は
「
法
益
関
係
的
錯
誤
」
説
か
ら
出
発
す
べ

き
と
の
立
論
も
わ
か
ら
な
く
も
な
い
が
、
一
般
的
な
前
提
と
し
て
も
狭
過
ぎ
る
面
も
あ
ろ
う
（
な
お
、
こ
の
点
、
例
え
ば
、
武
藤
眞
朗
「
法
益
関
係

的
錯
誤
説
と
法
益
の
要
保
護
性
」
高
橋
則
夫
ほ
か
編
著
『
野
村
稔
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』（
平
成
二
七
年
）
四
七
頁
参
照
）。
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（
72
）
い
か
な
る
事
情
で
「
自
殺
」
す
る
か
否
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
思
想
・
信
条
や
置
か
れ
た
境
遇
な
ど
に
よ
っ
て
同
日
に
論
じ
ら
れ
な
い
面
も
あ

る
と
す
る
と
、「
法
定
的
符
合
説
」
が
問
題
と
な
る
場
合
よ
り
も
、
よ
り
「
被
害
者
の
意
思
」
が
具
体
的
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
言
え

よ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
嘱
託
・
承
諾
殺
人
な
い
し
自
殺
教
唆
・
幇
助
の
場
合
か
、
殺
人
の
間
接
正
犯
の
場
合
か
は
、
具
体
的
な
事
情
に
応

じ
て
段
階
的
に
捉
え
得
る
も
の
と
も
言
え
よ
う
。
本
件
は
「
殺
人
罪
を
認
め
る
べ
き
限
界
的
事
例
と
」
解
さ
れ
る
見
解
と
し
て
、
内
田
文
昭
「
第
二

三
講

刑
法
第
二
〇
二
条
」
下
村
康
正
ほ
か
編
『
法
学
演
習

講
座
⑨

刑
法
各
論
』（
昭
和
四
六
年
）
二
〇
〇
頁
参
照
。
こ
の
ほ
か
、
島
田
・
前
掲
注
（
4
）

基
礎
理
論
二
五
五
頁
、
園
田
寿
「
判
批
」
山
口
厚
ほ
か
編
著
「
別
冊
Jurist
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
［
第
7
版
］

N
o.220
A
ugust2014」
一

四
九
頁
左
も
参
照
。

（
73
）「
自
殺
」
が
「
自
損
行
為
（
Selbstverletzung）」
と
し
て
「
不
可
罰
」
と
の
理
解
か
ら
は
、
こ
の
「
自
己
処
分
」
の
範
囲
内
に
止
ま
る
限
り
、
他

人
を
教
唆
し
て
そ
の
手
に
よ
り
「
自
殺
」
に
至
っ
た
場
合
も
、「
自
殺
者
」
は
「
不
可
罰
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
V
gl.bearbeit.v.A
.Eser
u.a.,a.a.

O
.（
A
nm
.4）
Schönke/Schröder,S.491Rn.42〔
G.H
eine/B.W
eisser〕.な
お
、
大
塚
・
前
掲
注
（
13
）
総
論
四
一
七
頁
、
須
之
内
克
彦
「
3

刑
法
に
お
け
る
自
己
決
定
―
生
命
・
身
体
の
処
分
と
の
関
連
で
―
」（
昭
和
五
二
年
）「
5

被
害
者
の
瑕
疵
あ
る
意
思
に
基
づ
く
行
為
の
取
扱
い
」（
平

成
一
二
年
）
同
『
刑
法
に
お
け
る
被
害
者
の
同
意
』（
平
成
一
六
年
）
六
二
以
下
、
一
〇
六
頁
以
下
、
吉
田
敏
雄
「
第
2
章

自
律
性
原
理
と
被
害
者

の
承
諾
」
同
『
刑
法
理
論
の
基
礎
Ⅵ

被
害
者
の
承
諾
』（
平
成
三
〇
年
）
二
三
頁
以
下
も
参
照
）。

（
74
）
青
柳
文
雄
『
刑
法
通
論
Ⅱ
各
論
』（
昭
和
三
八
年
一
刷
、
昭
和
五
二
年
三
刷
）
三
〇
一
頁
、
平
野
龍
一
『
刑
法
概
説
』（
昭
和
五
二
年
初
版
、
昭
和

五
七
年
六
刷
）
一
五
八
頁
、
齊
藤
誠
二
『
刑
法
講
義
各
論
Ⅰ
〔
新
訂
版
〕』（
昭
和
五
四
年
発
行
、
昭
和
五
七
年
六
版
）
一
〇
〇
頁
以
下
、
岡
野
光
雄
「
第

1
講

自
殺
関
与
罪
の
諸
問
題
」
同
『
刑
法
各
論
25
講
』（
平
成
七
年
）
二
、
四
頁
、
伊
東
研
祐
「
五

自
殺
関
与
罪
」
同
『
現
代
社
会
と
刑
法
各
論

第
二
版
』（
平
成
一
四
年
）
六
九
頁
、
大
谷
實
『
刑
法
講
義
各
論
［
新
版
第
4
版
補
訂
版
］』（
平
成
二
七
年
）
一
七
頁
、
内
田
文
昭
「
17

受
託
殺
人
・

自
殺
関
与
の
可
罰
性
―
「
正
犯
な
き
共
犯
」
肯
定
論
序
説
」
岩
瀬
ほ
か
編
集
代
表
・
前
掲
注
（
25
）
町
野
古
稀
三
七
三
、
三
七
五
頁
、
山
中
敬
一
「
32

ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
殺
関
与
罪
を
め
ぐ
る
最
近
の
議
論
に
も
と
づ
く
わ
が
刑
法
二
〇
二
条
処
罰
根
拠
の
再
考
」
井
田
良
ほ
か
編
著
『
新
時
代
の
刑
事

法
学
下
巻
―
椎
橋
隆
幸
先
生
古
稀
記
念
―
』（
平
成
二
八
年
）
一
三
七
頁
以
下
。
こ
れ
に
対
し
、
中
山
研
一
『
刑
法
各
論
』（
昭
和
五
九
年
）
三
四
頁

以
下
注
（
1
）
参
照
。

こ
の
点
、
旧
刑
法
三
二
一
条
に
関
す
る
大
審
院
判
例
も
、「
自
殺
は
法
律
上
之
を
罪
と
せ
ざ
る
を
以
て
、
教
唆
者
以
外
に
実
行
正
犯
あ
る
こ
と
な
く
、

却
て
自
殺
者
を
以
て
犯
罪
の
目
的
物
と
為
し
、
教
唆
の
行
為
を
犯
罪
構
成
の
要
素
と
し
、
其
行
為
の
結
果
、
被
教
唆
者
が
自
殺
を
遂
行
す
る
に
因
て

犯
罪
成
就
す
る
も
の
と
す
。」（
大
二
刑
判
明
治
三
七
年
二
月
一
五
日
録
一
〇
輯
二
六
九
〔
二
七
二
〕
頁
。
現
代
用
語
化
、
加
点
・
加
丸
）
と
判
示
し

た
（
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
松
宮
孝
明
「
自
殺
関
与
罪
と
実
行
の
着
手
」
中
山
研
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
中
山
研
一
先
生
古
稀
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祝
賀
論
文
集

第
一
巻
生
命
と
刑
法
』（
平
成
九
年
）
二
四
二
頁
以
下
参
照
）。
こ
の
判
例
の
理
解
に
よ
る
と
、「
自
殺
者
」
は
「
行
為
の
客
体
」
と
い

う
こ
と
に
も
な
り
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
妥
当
な
面
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
が
、「
自
殺
者
」
の
「
自
発
性
」
も
否
定
し
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
刑
法
二
〇
二
条
が
「
自
殺
関
与
」
と
「
同
意
殺
人
」
を
同
列
に
規
定
し
て
い
る
点
に
着
目
す
る
と
、
本
条
は
「
統
一
的
正
犯
規
定
」

と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

な
お
、「
独
立
教
唆
犯
」
な
ど
に
つ
い
て
は
、
安
廣
文
夫
＝
中
谷
雄
二
郎
「
第
61
条
（
教
唆
）
Ⅶ
独
立
犯
と
し
て
の
教
唆
等
」
大
塚
仁
ほ
か
編
著
『
大

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第三版
第
5
巻
〈
第
60
条
～
第
72
条
〉』（
令
和
一
年
）
六
三
六
頁
以
下
、
佐
伯
仁
志
「
第
15
講

教
唆
の
未
遂
」
阿
部
ほ
か
編
・

前
掲
注
（
29
）
基
本
講
座
二
一
一
頁
以
下
、
嶋
矢
貴
之
「
第
61
条
（
教
唆
）
Ⅲ
教
唆
犯
処
罰
の
限
界
⑶
独
立
共
犯
（
独
立
教
唆
・
せ
ん
動
ほ
か
・
共

謀
罪
）」
西
田
典
之
ほ
か
編
著
『
注
釈
刑
法
第
1
巻
総
論
§§
1
～
72
』（
平
成
二
二
年
）
九
一
三
頁
以
下
、
瀧
川
春
雄
「
政
治
的
言
論
集
会
の
自
由
に

関
す
る
犯
罪
」
日
本
刑
法
学
会
（
代
表
者
団
藤
重
光
）
編
『
刑
法
講
座
5
各
論
の
諸
問
題
』（
昭
和
三
九
年
一
刷
、
昭
和
五
一
年
一
四
刷
）
三
一
頁

以
下
、
熊
谷
烝
佑
「
一
二

共
謀
罪
―
そ
そ
の
か
し
・
あ
お
り
―
」
中
山
研
一
ほ
か
編
著
『
現
代
刑
法
講
座

第
三
巻
過
失
か
ら
罪
数
ま
で
』（
昭
和

五
四
年
）
二
一
五
頁
以
下
、
設
楽
裕
文
「
組
織
犯
罪
と
破
壊
活
動
防
止
法
―
予
備
、
陰
謀
、
教
唆
、
せ
ん
動
に
つ
い
て
―
」
日
本
大
学
法
学
紀
要
三

七
巻
（
平
成
八
年
）
二
〇
二
頁
以
下
、
拙
稿
「
64

教
唆
と
幇
助
」
内
田
文
昭
編
著
『
争
点
ノ
ー
ト
刑
法
Ⅰ
〔
総
論
〕〔
改
訂
版
〕』（
平
成
九
年
）
二

一
六
頁
参
照
。

も
っ
と
も
、
刑
法
二
〇
二
条
は
「
独
立
教
唆
」
で
あ
る
と
は
言
っ
て
も
、「
被
教
唆
者
」
の
「
自
殺
行
為
」
へ
と
、
そ
の
効
果
が
反
映
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
ろ
う
（
な
お
、
こ
の
点
、
A
.K
O
CH
u.a.,a.a.O
.（
A
nm
.9,21）
JuS
の
ほ
か
、
内
田
文
昭
「
第
二
編
未
遂
・
共
犯
・

罪
数
の
諸
問
題

第
四
章
正
犯
論
・
共
犯
論
の
基
礎

2
共
犯
の
独
立
性
と
従
属
性

3
共
犯
従
属
性
に
お
け
る
「
正
犯
行
為
」
の
法
的
意
味
」（
昭

和
五
三
年
）
同
・
前
掲
注
（
25
）
犯
罪
の
実
質
二
四
二
頁
以
下
も
参
照
）。

（
75
）
も
っ
と
も
、「
心
中
」
す
る
つ
も
り
で
あ
る
か
ら
、
易
々
と
「
青
化
ソ
ー
ダ
」
を
嚥
下
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
認
定
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
こ
に
「
道

具
性
」
を
看
取
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
点
、
井
上
正
治
「〔
二
四
〕
嘱
託
殺
人
」
平
野
龍
一
ほ
か
編
著
『
判
例
演
習

刑
法

各
論
〔
増
補
版
〕』（
昭
和
四
四
年
一
刷
、
昭
和
五
三
年
一
二
刷
）
一
三
三
頁
「
総
括
」、
中
・
前
掲
注
（
70
）
各
論
二
七
頁
参
照
。

「
自
殺
関
与
罪
」
が
存
在
し
な
い
ド
イ
ツ
刑
法
二
一
六
条
に
つ
い
て
の
判
例
に
お
い
て
も
、
欺
罔
に
よ
る
錯
誤
を
利
用
し
た
場
合
、「
道
具
」
と
言

い
得
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
V
gl.BGH
,1.Strafsenat.U
rt.vom
5.Juli1983
,BGH
St32.Bd.,S.41ff.;auch
vgl.4.Strafsenat.U
rt.

vom
15.Septem
ber
1988,BGH
St35.Bd.,S.354「
そ
の
者
に
よ
っ
て
意
識
的
に
惹
起
さ
れ
た
錯
誤
の
助
け
に
よ
り
、
事
象
を
意
欲
的
に
呼
び
起
こ

し
か
つ
操
縦
す
る
（
steuert）
者
」
が
、「
殺
人
も
し
く
は
殺
人
未
遂
罪
の
間
接
正
犯
」
で
あ
る
と
す
る
）。
こ
れ
に
対
し
、
ロ
ク
シ
ン
教
授
は
、
被

欺
罔
者
は
自
殺
意
思
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
評
さ
れ
て
お
り
（
vgl.Claus
Roxin,A
nm
erkung,N
StZ1984,H
eft2
S.
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72〔
rechts〕.本
評
釈
に
つ
い
て
は
、
松
生
光
正
「
西
ド
イ
ツ
「
新
刑
法
雑
誌
」
の
紹
介
（
三
一
）」
警
察
研
究
五
六
巻
三
号
（
昭
和
六
〇
年
）
九
四

頁
下
段
以
下
が
あ
る
）、
こ
の
よ
う
な
論
評
は
「
自
殺
関
与
罪
」
の
存
在
し
な
い
ド
イ
ツ
刑
法
二
一
六
条
に
即
し
た
限
定
解
釈
と
も
言
え
よ
う
が
（
も
っ

と
も
、
そ
の
後
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
〇
日
施
行
の
ド
イ
ツ
刑
法
典
二
一
七
条
と
し
て
、「
業
と
し
て
の
自
殺
促
進
罪
」
の
処
罰
規
定
が
設
け
ら
れ

た
よ
う
で
あ
る
（
渡
辺
富
久
子
「
立
法
情
報
【
ド
イ
ツ
】
業
と
し
て
の
自
殺
幇
助
の
禁
止
」
外
国
の
立
法
二
六
六
―
一
号
（
平
成
二
八
年
）
一
六
頁

以
下
、
神
馬
幸
一
「
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
「
自
殺
の
業
務
的
促
進
罪
」
に
関
し
て
」
獨
協
法
学
一
〇
〇
号
（
同
年
）
一
一
七
頁
以
下
、
甲
斐
克
則
「
終

末
期
の
意
思
決
定
と
自
殺
幇
助
―
各
国
の
動
向
分
析
―
」、
ア
ル
ビ
ン
・
エ
ー
ザ
ー
（
嘉
門
優
訳
）「
自
殺
関
与
の
不
処
罰
性
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
新

た
な
制
限
―
」、
只
木
誠
「
臨
死
介
助
協
会
と
自
殺
援
助
処
罰
法
―
ド
イ
ツ
お
よ
び
ス
イ
ス
の
現
状
―
」
井
田
良
ほ
か
編
『
浅
田
和
茂
先
生
古
稀
祝
賀

論
文
集
［
上
巻
］』（
同
年
）
五
六
五
以
下
、
五
八
二
以
下
、
五
九
九
以
下
、
六
五
四
以
下
、
六
六
二
頁
、
注
49
、
飯
島
暢
「
自
殺
関
与
行
為
の
不
法

構
造
に
お
け
る
生
命
保
持
義
務
と
そ
の
例
外
的
解
除
―
ド
イ
ツ
刑
法
217
条
の
新
設
を
契
機
と
し
た
一
考
察
―
」
井
田
良
ほ
か
編
『
山
中
敬
一
先
生
古

稀
祝
賀
論
文
集
［
下
巻
］』（
平
成
二
九
年
）
五
九
頁
以
下
参
照
。
こ
の
ほ
か
、
佐
藤
拓
磨
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
自
殺
関
与
の
一
部
可
罰
化
を
め
ぐ
る

議
論
の
動
向
」
慶
應
法
学
三
一
号
（
平
成
二
七
年
）
三
四
七
頁
、
樋
口
・
前
掲
注
（
69
）
西
田
献
呈
二
三
頁
以
下
も
参
照
）
が
、
二
〇
二
〇
年
二
月

二
六
日
付
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
よ
り
、
違
憲
無
効
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
（
神
馬
幸
一
「
患
者
の
自
殺
に
際
し
て
医
師
の
救
助
義
務

を
否
定
し
た
事
例
」
判
例
時
報
二
四
三
八
号
（
令
和
二
年
）
一
二
八
頁
、
同
「
業
と
し
て
の
自
殺
援
助
罪
（
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
一
七
条
）
の
違
憲
性
」

同
二
四
五
六
号
（
同
年
）
一
四
〇
頁
、
九
州
大
学
ド
イ
ツ
刑
法
判
例
研
究
会
（
冨
川
雅
満
ほ
か
）
訳
「
ド
イ
ツ
刑
法
判
例
研
究
：
ド
イ
ツ
刑
法
典
第

二
一
七
条
の
合
憲
性
に
つ
い
て
―
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
二
〇
二
〇
年
二
月
二
六
日
判
決
の
翻
訳
―
」
九
州
大
学
法
政
研
究
八
七
巻
四
号
（
令
和

三
年
）
一
七
〇
頁
以
下
参
照
）、
今
後
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
）、「
自
殺
関
与
罪
」
が
存
在
し
て
も
、「
道
具
」
と
し
て
死
に
至
ら
し
め
ら
れ
た
と
い

う
刑
法
的
評
価
が
で
き
る
限
り
、
結
論
に
違
い
は
出
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
（
こ
の
点
、
神
山
敏
雄
「
自
殺
関
与
を
め
ぐ
る
正
犯
と
共
犯
の
限
界

―
西
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
を
中
心
に
―
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
三
九
巻
四
号
（
昭
和
四
五
年
）
二
三
頁
、
橋
本
・
前
掲
注
（
29
）
行
為
支
配
論

七
四
、
一
五
三
頁
参
照
。
さ
ら
に
、
BGH
,5.Strafsenat.U
rt.vom
3.12.1985,GA
1986
S.508ff.,神
山
・
同
二
三
頁
以
下
）。

三

お
わ
り
に

①

本
稿
に
お
い
て
は
、「
故
意
の
同
時
犯
」
の
法
理
と
い
う
視
座
か
ら
、「
間
接
正
犯
」
及
び
「
広
義
の
共
犯
」
な
ど
に
検
討
を
加
え
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て
み
た
。
こ
れ
ら
の
分
野
に
お
い
て
は
か
な
り
研
究
業
績
の
累
積
が
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
補
足
的
に
私

見
を
展
開
す
る
に
止
ま
っ
た
。

新
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、「
因
果
関
係
」
に
お
け
る
「
相
ま
っ
て
論
」
の
応
用
と
し
て
、
従
来
判
例
上
は
有
力
で
あ
っ
た
・「
間
接
正
犯
」

か
ら
始
ま
っ
た
犯
罪
は
「
間
接
正
犯
」
と
し
て
取
り
扱
う
と
い
う
傾
向
を
、
媒
介
者
が
認
識
し
た
後
は
「
間
接
正
犯
」
と
「
媒
介
者
」
の

行
為
が
「
相
ま
っ
て
」、「
結
果
」
が
発
生
し
た
と
捉
え
得
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
観
点
か
ら
、
理
論
付
け
得
る
点
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

「
間
接
正
犯
」
の
行
為
も
単
に
「
媒
介
者
」
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
る
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
最
終
「
結
果
」
に
ま
で
反
映
さ
れ
て
い
る

も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
六
一
条
一
項
は
、
被
教
唆
者
が
「
正
犯
」
と
な
っ
た
場
合
の
規
定
で
あ
り
、
背
後
者

は
「
教
唆
犯
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
、
背
後
者
が
「
正
犯
」
に
相
当
す
る
場
合
は
、
行
為
者
も
背
後
者

も
「
正
犯
」
と
し
て
取
り
扱
い
得
る
と
い
う
結
論
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
私
見
に
よ
れ
ば
、「
故
意
犯
」
に
お
け
る
「
正
犯
」
と
は
、
自

己
の
「
構
成
要
件
的
故
意
」
を
実
現
し
得
た
者
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る(76

)。

②
「
教
唆
犯
」
と
「
正
犯
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
教
唆
犯
」
に
は
「
規
範
的
障
害
た
り
う
る
」「
正
犯
」
が
存
在
す
る
点
が
強
調

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る(77

)が
、「
教
唆
犯
」
か
「
正
犯
」
か
の
決
め
手
は
そ
の
点
よ
り
も
、「
人
を
唆
し
て
犯
罪
を
実
行
さ
せ
る
意
思
」
と
し
て

の
「
教
唆
の
意
思
」
し
か
な
い
点
が
、
む
し
ろ
重
要
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
る(78
)ま(79
)い(80
)。
す
な
わ
ち
、
現
行
刑
法
上
は
六
一
条
と
い
う
規
定
が

あ
る
以
上
、「
教
唆
犯
」
→
「
正
犯
」
と
い
う
形
で
捉
え
る
の
が
原
則
と
も
言
え
よ
う
が
、
こ
れ
は
特
に
意
図
的
に
「
唆
す
」
行
為
に
着

目
し
て
、
被
教
唆
者
が
「
正
犯
」
と
し
て
の
「
故
意
」
を
持
つ
に
至
っ
て
行
動
し
た
場
合
の
・
い
わ
ば
定
型
的
・
典
型
的
な
規
定
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
規
範
的
障
害
」
の
場
合
と
「
偶
然
的
障
害
」
と
を
比
較
し
た
場
合
、
前
者
は
被
教
唆
者
が
教

唆
者
の
「
犯
罪
意
思
」
を
受
け
継
ぐ
形
で
、
両
者
の
意
図
す
る
犯
罪
を
実
行
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
の
例
と
し
て
の
「
未
遂
」
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に
つ
い
て
は
、「
結
果
」
が
発
生
し
な
い
こ
と
か
ら
そ
の
程
度
の
評
価
し
か
受
け
な
い
の
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
、
特
に
「
結
果
」
の
発
生
の

有
無
が
重
要
で
あ
る
点
で
は
両
者
間
に
違
い
は
な
く
、
つ
ま
り
、
特
に
「
結
果
」
と
の
関
係
で
の
「
障
害
」
が
問
題
と
な
る
と
い
う
点
で

は
違
い
は
な
く
、
従
っ
て
、「
障
害
」
と
い
う
点
で
本
質
的
な
違
い
が
あ
る
も
の
で
も
な
か
ろ
う
か
ら
で
あ
る(81

)。
ま
た
、「
道
具
」
も
常
に

自
分
の
思
い
通
り
に
な
る
と
も
限
る
ま
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
背
後
の
「
正
犯
性
」
が
否
定
さ
れ
る
訳
で
も
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

気
付
い
た
「
道
具
」
が
「
正
犯
」
に
な
り
得
る
と
と
も
に
、
背
後
者
も
「
正
犯
」
と
し
て
あ
り
続
け
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
要
す
る
に
、
刑
法
六
〇
条
、
六
一
条
、
六
二
条
に
規
定
さ
れ
た
形
に
該
当
す
る
場
合
は
そ
れ
に
よ
る
と
し
て
も
、
刑
法
典
の
場
合

「
第
2
編

罪
」
中
に
規
定
さ
れ
た
条
文
・
構
成
要
件
に
該
当
す
る
限
り
、
単
独
犯
な
い
し
同
時
犯
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
可
能
性
は
あ

る
と
い
う
帰
結
に
な
ろ
う
。「
同
時
正
犯
」
と
い
う
場
合
、「
正
犯
」
と
「
正
犯
」
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
が
「
相
ま
っ
て
」、
当
該
「
結
果
」

が
発
生
し
た
と
の
刑
法
的
評
価
に
も
な
ろ
う
。
現
実
に
「
実
行
」
し
た
者
が
最
も
刑
事
責
任
が
重
い
と
い
う
の
が
原
則
型
で
は
あ
ろ
う
が
、

常
に
そ
う
と
も
限
ら
な
い
と
い
う
例
外
的
場
合
も
念
頭
に
置
い
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

③

こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
、「
故
意
の
共
同
正
犯
」「
過
失
の
共
同
正
犯
」
そ
し
て
「
過
失
の
同
時
正
犯
」
と
と
も
に
、「
故
意
の
同

時
（
正
）
犯
」
と
い
う
場
合
も
あ
り
得
る
こ
と
が
、
看
取
で
き
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
、
従
来
「
間
接
正
犯
」
が
成
立
す
る

か
否
か
が
争
い
と
な
っ
た
事
例
に
つ
い
て
も
、
背
後
者
の
「
間
接
（
的
）
正
犯
行
為
」
と
媒
介
者
の
「
正
犯
な
い
し
幇
助
行
為
」
と
が
「
相

ま
っ
て
」、「
正
犯
結
果
」
を
惹
起
し
た
も
の
と
捉
え
得
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
帰
結
は
、「
拡
張
的
正
犯
概
念
」
な
い
し
「
統

一
的
正
犯
概
念
」
に
は
立
た
な
い
と
し
て
も
（
も
っ
と
も
、
刑
法
二
〇
二
条
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
74
）
参
照
）、
正
犯
（
単
独
正
犯
・

間
接
正
犯
・
共
同
正
犯
〔
こ
の
場
合
は
、
結
論
的
・
結
果
的
に
「
正
犯
」
と
い
う
位
置
付
け
に
な
ろ
う
〕）・
教
唆
犯
・
幇
助
犯
と
い
う
三

分
類
に
よ
る
「
限
縮
的
正
犯
概
念
」
に
よ
っ
て
は
「
共
犯
的ㅡ

類
型
」
を
過
不
足
な
く
捉
え
切
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
刑
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法
六
五
条
に
つ
い
て
の
判
例
上
の
理
解
の
ほ
か
、「
共
謀
共
（
同
正
）
犯
」
概
念
も
一
般
的
に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
、「
同
時
犯
」
概
念

も
適
宜
活
用
し
て
ゆ
く
べ
き
も
の
と
言
え
よ(82

)う(83
)。

こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
つ
た
め
に
は
、「
正
犯
（
T
äterschaft）」
概
念
を
「
行
為
支
配
（
T
atherrschaft）」
に
よ
っ
て
根
拠
付
け

た
ブ
ル
ン
ス
博
士
の
捉
え
方(84

)で
は
狭
い
こ
と
に
も
な
ろ
う
か
ら
、
原
点
に
立
ち
返
っ
て
、
刑
法
典
の
場
合
「
第
2
編

罪
」
の
条
文
・
構

成
要
件
を
「
故
意
」
行
為
に
よ
っ
て
実
現
し
た
者
が
「
故
意
犯
」
の
「
正
犯
」
で
あ
る
、
と
し
て
お
け
ば
足
り
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か(85

)。「
行

為
支
配
説
」
や
「
道
具
理
論
」
な
ど
は
、「
正
犯
性
」
を
認
め
る
た
め
の
有
力
な
基
準
と
い
う
位
置
付
け
に
な
ろ
う
。
確
か
に
、「
落
雷
」

は
さ
し
あ
た
り
人
間
が
「
支
配
」
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
、「
行
為
支
配
説
」
的
な
理
解
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
よ
う
が
、

「
落
雷
」
し
そ
う
な
場
所
に
「
被
害
者
」
を
行
か
せ
る
こ
と
は
「
危
険
性
」
を
高
め
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
得
な
い
も
の
の
、「
落
雷
」
と

い
う
の
は
一
般
的
に
は
「
偶
然
性
」
が
強
過
ぎ
る
と
す
る
と
、「
犯
罪
行
為
」
と
見
る
こ
と
が
疑
問
視
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
他
方
、「
犯
罪

行
為
」
の
既
遂
・
未
遂
も
多
分
に
「
偶
然
」
的
な
要
素
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
も
、
否
定
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。「
偶
然
性
」

に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、「
正
犯
性
」
を
否
定
す
る
訳
に
も
い
か
な
い
で
あ
ろ
う(86
)。

（
76
）
こ
の
点
、
井
上
博
士
が
つ
と
に
、「
共
同
正
犯
」
に
お
け
る
「
共
同
加
功
の
意
思
」
に
つ
き
、「
共
同
加
功
の
意
思
と
は
故
意
と
い
う
こ
と
で
」
あ

る
と
し
、
な
ぜ
な
ら
ば
、「
そ
れ
は
「
な
に
」
を
共
同
に
す
る
か
と
い
う
意
思
で
あ
っ
て
、「
な
に
か
」
を
共
同
に
し
よ
う
と
い
う
意
思
で
は
」
な
い

か
ら
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、「
殺
人
」
を
共
同
に
す
る
と
い
う
意
思
つ
ま
り
「
殺
意
」
を
共
同
に
す
る
こ
と
が
「
殺
人
」

の
「
共
同
加
功
の
意
思
」
と
な
る
旨
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
ま
た
「
間
接
正
犯
」
に
つ
い
て
も
、「
全
く
事
情
を
知
ら
な
い
看
護
婦
を
意
の
如
く
に
操

縦
を
し
た
そ
の
主
観
的
な
意
思
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
医
師
こ
そ
正
犯
者
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。
自
か
ら
手
を
下
さ
な
い
の
に
な
ぜ
正
犯
者

で
あ
り
え
ま
し
ょ
う
か
。
手
を
下
さ
な
い
代
り
に
彼
の
主
観
的
な
意
思
は
強
く
犯
罪
の
経
過
を
支
配
し
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。」
と
論
じ
ら
れ

た
よ
う
に
（
井
上
正
治
「
第
一
講

一
三
、
目
的
行
為
論
と
共
犯
論
」
同
『
刑
法
の
論
点
下
巻
』（
昭
和
三
九
年
増
訂
版
、
昭
和
四
一
年
六
版
）
四
二
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以
下
、
四
四
頁
参
照
）、
そ
の
よ
う
な
「
故
意
」
を
持
っ
て
実
行
す
る
こ
と
が
「
正
犯
」
を
根
拠
付
け
る
も
の
と
言
え
よ
う
（
な
お
、
外
木
・
前
掲
注
（
4
）

共
犯
、
前
掲
注
（
34
）、
二
⑵
❞
②
㋐
も
参
照
）。「
共
謀
共
同
正
犯
」
に
関
す
る
判
例
に
お
い
て
も
、「
各
自
の
犯
意
を
共
同
的
に
実
現
し
」（
大
一
・
二
・

三
・
四
刑
連
判
昭
和
一
一
年
五
月
二
八
日
集
一
五
巻
七
一
五
〔
七
三
四
〕
頁
。
現
代
用
語
化
）
な
い
し
「
自
己
の
犯
罪
敢
行
の
意
思
を
実
現
し
た
」（
最

大
判
昭
和
二
三
年
一
〇
月
六
日
集
二
巻
一
一
号
一
二
六
七
〔
一
二
六
八
〕
頁
。
常
用
漢
字
化
）
あ
る
い
は
「
各
自
の
意
思
を
実
行
に
移
す
」（
最
大
判

昭
和
三
三
年
五
月
二
八
日
集
一
二
巻
八
号
一
七
一
八
〔
一
七
二
二
〕
頁
、
最
一
小
判
昭
和
四
三
年
三
月
二
一
日
集
二
二
巻
三
号
九
五
〔
九
八
〕
頁
）

と
あ
る
所
以
で
あ
る
（
な
お
、
大
阪
地
判
昭
和
四
六
年
三
月
一
五
日
判
タ
二
六
一
号
二
九
四
〔
二
九
八
頁
三
段
〕
頁
、
長
崎
地
佐
世
保
支
判
昭
和
六

〇
年
一
一
月
六
日
判
タ
六
二
三
号
二
一
二
〔
二
一
七
頁
二
段
以
下
〕
頁
）。
こ
の
ほ
か
、
夏
目
文
雄
「
組
織
論
的
共
犯
論
―
共
犯
論
の
本
質
と
構
造
に

つ
い
て
の
再
論
―
」
愛
知
大
学
法
経
論
集
法
律
篇
一
一
三
号
（
昭
和
六
二
年
）
九
七
頁
以
下
、
畢
英
達
「「
共
謀
共
同
正
犯
」
に
関
す
る
試
論
（
五
）

―
日
中
両
国
の
共
犯
理
論
に
即
し
て
―
」
北
大
法
学
論
集
四
七
巻
一
号
（
平
成
八
年
）
三
二
四
頁
、
関
哲
夫
「
第
31
講
共
同
正
犯
論

1
意
義
・
要

件
⑵
成
立
要
件
〇
主
観
要
件
―
共
同
実
行
の
意
思
」
同
『
講
義
刑
法
総
論
第2版
』（
平
成
三
〇
年
）
四
〇
〇
、
四
〇
一
頁
、
最
二
小
判
昭
和
二
四
年
二
月

八
日
集
三
巻
二
号
一
一
三
頁
も
参
照
。

以
上
の
検
討
か
ら
、「
正
犯
‐
‐
‐
と
は
、
犯
罪
を
実
行
す
る
者
す
な
わ
ち
基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
実
を
実
現
す
る
者
で
あ
る
。」
と
定

義
付
け
ら
れ
た
団
藤
博
士
の
見
解
（
団
藤
・
前
掲
注
（
13
）
総
論
三
七
二
、
三
七
三
頁
）
が
、
一
般
論
と
し
て
は
基
本
的
に
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
（
な
お
、
こ
の
点
、
中
野
次
雄
「
判
批
」
刑
事
判
例
研
究
会
編
『
刑
事
判
例
評
釈
集
第
四
十
四
・
四
十
五
巻

昭
和
五
十
七
年
度

昭
和
五
十
八
年
度
』（
平
成
九
年
）
一
〇
一
頁
も
参
照
）。

（
77
）
例
え
ば
、
浅
田
・
前
掲
注
（
10
）
総
論
、
中
・
前
掲
注
（
13
）
総
論
一
八
六
頁
、
西
原
・
前
掲
注
（
13
）
総
論
三
五
八
頁
以
下
、
同
「
第
三
部
共

犯
と
間
接
正
犯

2
教
唆
と
間
接
正
犯
」（
昭
和
三
八
年
）
同
『
犯
罪
実
行
行
為
論
』（
平
成
一
〇
年
）
二
六
四
頁
以
下
、
野
村
稔
「
第
三
章
未
遂
犯

の
違
法
性

第
一
節
行
為
自
体
の
違
法
性
の
内
容

第
二
款
実
行
の
着
手

四
各
種
犯
罪
類
型
と
実
行
の
着
手
時
期

㈣
間
接
正
犯
に
お
け
る
実
行

の
着
手
時
期
」
同
『
未
遂
犯
の
研
究
』（
昭
和
五
九
年
）
三
一
七
頁
、
曽
根
威
彦
「
第
二
部
総
論

8
間
接
正
犯
の
未
遂
―
中
・
中
山
論
争
に
寄
せ
て
―
」

「
10
共
犯
従
属
性
説
の
理
論
上
の
根
拠
」（
昭
和
六
一
年
）、「
第
三
部
各
論

11
自
殺
教
唆
の
未
遂
」（
昭
和
六
三
年
）
同
・
前
掲
注
（
50
）
実
行
・
危
険
・

錯
誤
一
三
五
、
一
七
二
、
一
七
七
、
一
七
九
、
一
八
一
、
一
八
三
頁
、
山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
［
第
3
版
］』（
平
成
二
七
年
）
八
六
六
頁
参
照
。
な
お
、

山
口
・
前
掲
注
（
15
）、
松
宮
・
前
掲
注
（
20
）、
佐
伯
仁
志
「
被
害
者
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
神
戸
法
学
年
報
一
号
（
昭
和
六
〇
年
）
六
八
頁
。
こ
れ

に
対
し
、
島
田
・
前
掲
注
（
4
）
基
礎
理
論
二
三
七
頁
。

判
例
も
、
刑
法
一
〇
五
条
の
旧
条
文
の
解
釈
と
の
関
連
で
、「
間
接
正
犯
の
観
念
は
、
責
任
無
能
力
者
若
は
犯
意
な
き
者
又
は
意
思
の
自
由
を
抑
圧

せ
ら
れ
た
る
者
の
行
為
を
利
用
し
て
、
或
犯
罪
の
特
別
構
成
要
件
た
る
事
実
を
実
現
せ
し
む
る
場
合
に
存
す
べ
き
も
の
」（
大
一
刑
判
昭
和
九
年
一
一

月
二
六
日
集
一
三
巻
一
五
九
八
〔
一
六
〇
五
〕
頁
。
現
代
用
語
化
）
と
判
示
し
た
。
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（
78
）
長
瀬
・
前
掲
注
（
25
）
新
実
例
刑
法
三
二
三
頁
参
照
。

し
か
し
て
、
旧
刑
法
一
〇
五
条
（
前
掲
注
（
6
））
に
つ
い
て
は
、「
教
唆
者
は
体
力
上
の
働
き
を
為
さ
ず
と
雖
も
、
智
力
上
の
働
き
を
為
し
た
る

者
に
し
て
、
此
智
力
と
被
教
唆
者
の
体
力
と
合
同
一
致
し
て
犯
罪
を
為
す
に
至
り
た
る
者
な
り
。
既
に
教
唆
者
を
以
て
犯
罪
の
原
因
と
な
し
智
力
上

の
働
き
を
為
し
た
る
者
と
す
る
と
き
は
、
教
唆
は
実
に
犯
罪
を
構
成
す
る
に
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
所
為
な
れ
ば
、
之
を
正
犯
と
為
す
の
理
由
を
知

る
こ
と
を
得
べ
し
。」（
宮
城
浩
蔵
『
刑
法
正
義
上
巻
』（
明
治
二
六
年
）
七
二
九
―
三
〇
頁
。
現
代
用
語
化
、
加
点
・
加
丸
）
と
の
説
明
も
見
ら
れ
、

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
混
合
惹
起
説
的
な
説
明
と
も
言
え
、
ま
た
原
因
・
結
果
関
係
を
強
調
さ
れ
る
見
解
で
も
あ
り
、
い
わ
ば
「
共
同
正
犯
」
的
な
関
係

を
見
て
い
た
よ
う
で
も
あ
り
、「
教
唆
犯
」
の
「
正
犯
」
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
不
可
欠
性
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
確
か
に
「
教
唆
犯
」

は
「
間
接
的
法
益
侵
害
」
と
し
て
「
結
果
」
に
対
し
て
か
な
り
の
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、
現
行
刑
法
六
一
条
と
の
関
係
で
は
「
正
犯
」

と
同
一
で
は
な
い
こ
と
が
自
覚
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
従
っ
て
、
今
日
的
に
は
、「
共
同
正
犯
」
型
教
唆
の
み
な
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
片
面
的
教
唆
」

も
認
め
易
く
な
っ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

（
79
）「
教
唆
行
為
」
に
つ
い
て
は
、「
被
教
唆
者
に
基
本
的
構
成
要
件
に
つ
い
て
の
実
行
の
決
意
を
さ
せ
る
行
為
」
と
定
義
付
け
る
の
が
一
般
的
と
も
言

え
よ
う
（
団
藤
・
前
掲
注
（
13
）
総
論
三
七
三
頁
参
照
）
が
、
刑
法
総
論
上
の
一
般
的
な
意
味
で
の
「
教
唆
の
意
思
」
と
し
て
は
、「
決
意
」
を
さ
せ

る
意
思
で
は
足
り
な
い
も
の
と
言
え
よ
う
。「
正
犯
」
が
少
な
く
と
も
「
実
行
行
為
」
を
す
る
こ
と
も
、
意
識
内
容
に
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
他
方
、
い
わ
ゆ
る
ア
ジ
ャ
ン
・
プ
ロ
ヴ
ォ
カ
ト
ゥ
ー
ル
と
の
関
係
で
は
、「
正
犯
」
の
「
犯
罪
の
実
行
」
と
は
言
っ
て
も
、「
正

犯
」
が
「
犯
罪
」
た
り
得
る
行
為
、
例
え
ば
、「
未
遂
犯
・
予
備
罪
」
の
場
合
も
包
含
し
得
る
も
の
と
言
え
よ
う
（
前
田
・
前
掲
注
（
11
）
総
論
三
七

七
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
拙
稿
「
65

教
唆
の
未
遂
と
未
遂
の
教
唆
」
内
田
編
著
・
前
掲
注
（
74
）
争
点
ノ
ー
ト
二
一
九
頁
以
下
も
参
照
）。

（
80
）
も
っ
と
も
、
い
わ
ゆ
る
身
分
犯
に
つ
い
て
は
、「
身
分
」
が
な
け
れ
ば
「
単
独
正
犯
」
の
場
合
「
未
遂
」
に
も
な
ら
な
い
と
解
す
る
方
が
、
妥
当
で

あ
ろ
う
（
こ
の
点
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
13
）
基
本
講
座
三
一
頁
以
下
、
内
田
・
前
掲
注
（
31
）
総
論
一
五
四
頁
参
照
）
が
、「
教
唆
犯
」
に
つ
い
て
は
、

「
正
犯
」
で
は
な
い
と
の
理
解
に
よ
る
限
り
、「
身
分
」
が
な
く
と
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
V
gl.RG,I.Strafsenat.U
rt.v.8.N
ove-

m
ber
1929,RGSt.63.Band,S.313〔
318〕、
大
二
刑
判
大
正
六
年
七
月
九
日
録
二
三
輯
八
四
八
〔
八
四
九
以
下
〕
頁
）。

（
81
）
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、「
実
行
の
着
手
」
に
お
け
る
「
被
利
用
者
の
規
範
的
障
害
の
有
無
」
と
、「
未
遂
の
処
罰
時
期
」
に
お
け
る
「
結

果
発
生
の
切
迫
性
」
と
い
う
区
別
（
曽
根
・
前
掲
注
（
50
）
実
行
・
危
険
・
錯
誤
一
四
一
頁
参
照
）
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
（
曽
根
威
彦
『
法

律
学
講
義
シ
リ
ー
ズ

刑
法
総
論
［
第
四
版
］』（
平
成
二
〇
年
一
刷
、
平
成
二
四
年
五
刷
）
二
一
四
、
二
一
八
頁
も
参
照
）。
さ
ら
に
、
加
藤
敏
幸
「
中

「
未
遂
論
」
の
検
討
―
間
接
正
犯
の
着
手
時
期
を
め
ぐ
っ
て
―
」
中
山
研
一
ほ
か
編
集
代
表
『
刑
法
理
論
の
探
究

中
義
勝
先
生
古
稀
祝
賀
』（
平
成

四
年
）
二
四
三
頁
、
森
井
暲
「
間
接
正
犯
」
同
三
〇
一
頁
も
参
照
。
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（
82
）
前
田
・
前
掲
注
（
25
）
町
野
古
稀
三
〇
五
頁
は
、「
学
説
と
判
例
の
共
犯
論
の
「
違
い
」」
に
つ
き
、「「
直
接
に
実
行
す
る
者
が
存
在
す
る
以
上
、

そ
の
者
が
正
犯
で
、
そ
れ
に
働
き
帰
る
（
掛
け
る
―
の
誤
植
か
）
行
為
は
、
教
唆
・
幇
助
で
あ
る
」
と
い
う
枠
組
み
と
、「
間
接
的
で
は
あ
っ
て
も
、

実
質
的
に
犯
罪
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
、
正
犯
・
共
同
正
犯
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
の
対
立
な
の
で
あ
る
。」
と
い
う
形
で
、
図
式
的
に
説
明
さ
れ
る
。

な
お
、
刑
法
六
二
条
一
項
「
従
犯
」
の
意
義
に
つ
き
、
最
二
小
判
昭
和
二
四
年
一
〇
月
一
日
集
三
巻
一
〇
号
一
六
二
九
〔
一
六
三
一
〕
頁
、
最
三

小
決
平
成
二
三
年
一
二
月
一
九
日
集
六
五
巻
九
号
一
三
八
〇
〔
一
三
八
五
〕
頁
（「
幇
助
犯
の
故
意
」
を
否
定
し
た
事
例
）、
最
三
小
決
平
成
二
五
年

四
月
一
五
日
集
六
七
巻
四
号
四
三
七
〔
四
三
九
〕
頁
、
な
ど
を
参
照
。

（
83
）
従
っ
て
、
拙
稿
「
刑
法
総
論
覚
書
（
5
）
の
Ⅰ
―
「
故
意
の
同
時
犯
」
の
法
理
―
」
成
蹊
法
学
92
号
（
令
和
二
年
）
四
四
一
注
（
16
）、
四
四
〇
注
（
17
）、

四
三
九
頁
注
（
20
）
で
参
照
し
た
司
法
試
験
問
題
に
お
い
て
（
前
掲
注
（
63
）
の
２
０
２
１
年
版
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
二
頁
以
下
、
六
頁
以
下
、
一

〇
二
頁
以
下
参
照
）、「
同
時
正
犯
」
と
い
う
理
解
を
必
ず
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
訳
で
は
な
い
と
し
て
も
、
書
い
た
場
合
は
「
加
点
」
す
べ
き
事

由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
84
）
V
gl.H
erm
ann
Bruns,K
ritik
der
Lehre
vom
T
atbestand
Preisschrift
der
Rheinischen
Friedrich=W
ilhelm
s=U
niversität
Bonn

1931,（
1932）
SS.72f.,79.な
お
、
ブ
ル
ン
ス
博
士
の
所
説
も
含
め
、
本
間
一
也
「〔
紹
介
〕
Friedrich-Christian
Schroeder
D
er
Britz
als

M
ordinstrum
entEine
Streifzug
durch
150
Jahre
Strafrechtsw
issenschaft,2009
謀
殺
の
手
段
と
し
て
の
落
雷
150
年
間
に
わ
た
る
刑
法

学
の
外
観
（
付
録
：
客
観
的
帰
属
論
の
創
世
記
）」
法
政
理
論
四
七
巻
二
号
（
平
成
二
六
年
）
二
〇
四
以
下
、
二
二
一
頁
参
照
。

（
85
）
山
中
・
前
掲
注
（
77
）
総
論
八
三
二
頁
参
照
。

な
お
、
具
体
例
と
し
て
、
内
田
博
士
は
、「
Ａ
は
、
Ｂ
を
精
神
病
者
と
誤
認
し
、
Ｂ
を
「
道
具
」
と
し
て
「
利
用
」
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
Ｂ
は

通
常
人
で
あ
り
、
か
つ
、
自
己
の
主
体
的
意
思
で
犯
罪
を
実
行
し
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
」
と
、「
医
師
Ａ
が
、
看
護
婦
Ｂ
を
「
道
具
」
と
し
て
利
用
し
、

患
者
Ｘ
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
途
中
で
Ｂ
が
Ａ
の
意
図
を
知
っ
た
が
、
Ａ
の
指
示
通
り
に
毒
薬
を
注
射
し
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
」
と
を

区
別
し
て
論
じ
ら
れ
（
内
田
・
前
掲
注
（
13
）
概
要
五
七
〇
、
五
七
三
頁
注
（
17
）
参
照
）、
特
に
前
者
に
つ
い
て
は
、「「
意
思
」
だ
け
で
「
正
犯
性
」

を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
り
、「
道
具
」
に
「
働
き
か
け
た
」
だ
け
で
「
未
遂
」
を
肯
定
す
る
こ
と
も
困
難
」
と
し
つ
つ
、
近
時

の
通
説
と
思
わ
れ
る
「「
教
唆
犯
」
の
成
立
を
認
め
る
」
説
を
支
持
す
る
（
同
五
七
一
頁
）。
も
っ
と
も
、
Ａ
の
「
意
思
（
＝
故
意
）」
は
Ｂ
を
通
じ
て
「
結

果
」
へ
と
実
現
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
Ｂ
が
「
主
体
的
意
思
で
犯
罪
を
実
行
し
た
」
と
し
て
も
、
Ａ
の
「
正
犯
性
」
を
認
め
て

も
差
し
支
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
86
）
本
稿
の
よ
う
に
、「
故
意
の
同
時
（
正
）
犯
」
を
認
め
る
立
場
か
ら
す
る
と
、
同
一
的
な
犯
罪
に
た
ま
た
ま
故
意
に
関
与
し
た
場
合
で
も
「
同
時
（
正
）

犯
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
得
る
の
で
、
同
一
的
な
犯
罪
に
後
か
ら
先
行
行
為
者
と
意
思
を
通
じ
て
故
意
に
関
与
す
る
「
承
継
的
共
（
同
正
）
犯
」
の
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場
合
、
当
該
犯
罪
が
い
ま
だ
終
了
し
て
い
な
い
限
り
、
同
一
的
犯
罪
の
「
共
（
同
正
）
犯
」
の
成
立
自
体
を
認
め
る
こ
と
は
あ
る
意
味
で
は
当
然
と

い
う
結
論
に
な
る
（「
恐
喝
罪
」
の
「
承
継
的
従
犯
」
を
認
め
た
事
例
と
し
て
、
横
浜
地
判
昭
和
五
六
年
七
月
一
七
日
判
時
一
〇
一
一
号
一
四
二
〔
一

四
四
頁
二
段
、
四
段
以
下
〕
頁
、「
強
盗
傷
人
罪
」
の
「
承
継
的
共
同
正
犯
」
を
認
め
た
事
例
と
し
て
、
東
京
高
判
昭
和
五
七
年
七
月
一
三
日
判
時
一

〇
八
二
号
一
四
一
〔
一
四
二
頁
四
段
〕
頁
参
照
。
学
説
に
つ
い
て
は
、
和
田
俊
憲
「
承
継
的
共
犯
」
刑
法
雑
誌
六
〇
巻
一
＝
二
＝
三
号
（
令
和
三
年
）

五
五
頁
の
ほ
か
、
十
河
太
朗
「
騙
さ
れ
た
ふ
り
作
戦
と
詐
欺
未
遂
罪
の
共
犯
」
同
志
社
法
学
七
〇
巻
二
号
（
平
成
三
〇
年
）
四
頁
以
下
も
参
照
）。


